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フ ー ド サ ー ビ ス 学 特 論 Ⅰ
フ ー ド サ ー ビ ス 学 特 論 Ⅱ
フ ー ド サ ー ビ ス 学 専 攻 実 験

園芸学・食品科学研究科食品科学専攻
　農業教科に関する科目

別表3

分
野

科　　　　　目 単位
１年次 ２年次

備　　　　　考
前期 後期 前期 後期

食

品

微

生

物

微 生 物 利 用 特 論 Ⅰ 2 2 免許状の種類

高等学校教諭専修免許

合計24 単位以上修得する
こと。

微 生 物 利 用 特 論 Ⅱ 2 2
微 生 物 利 用 専 攻 実 験 16 4 4 4 4
応 用 微 生 物 学 特 論 Ⅰ 2 2
応 用 微 生 物 学 特 論 Ⅱ 2 2
応 用 微 生 物 学 専 攻 実 験 16 4 4 4 4
醸 造 微 生 物 学 特 論 Ⅰ 2 2
醸 造 微 生 物 学 特 論 Ⅱ 2 2
醸 造 微 生 物 学 専 攻 実 験 16 4 4 4 4

食
品
化
学

食 品 栄 養 化 学 特 論 Ⅰ 2 2
食 品 栄 養 化 学 特 論 Ⅱ 2 2
食 品 栄 養 化 学 専 攻 実 験 16 4 4 4 4

食

品

生

化

学

食 品 分 子 制 御 特 論 Ⅰ 2 2
食 品 分 子 制 御 特 論 Ⅱ 2 2
食 品 分 子 制 御 専 攻 実 験 16 4 4 4 4
分 子 代 謝 制 御 学 特 論 Ⅰ 2 2
分 子 代 謝 制 御 学 特 論 Ⅱ 2 2
分 子 代 謝 制 御 学 専 攻 実 験 16 4 4 4 4
食 品 加 工 学 特 論 Ⅰ 2 2
食 品 加 工 学 特 論 Ⅱ 2 2
食 品 加 工 学 専 攻 実 験 16 4 4 4 4
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 （目　的）
第１条　この規程は，南九州大学大学院園芸学・食品科学研究科の修士の学位審査の取扱いについて定
　　　めることを目的とする。南九州大学大学院学則に定めるもののほか，この規程に定めるところに
　　　よる。

 （修士学位の審査申請資格）
第２条　修士学位の授与を申請できる者は，中間発表会で発表を行い，次のいずれかに該当する者とす
　　　る。
　　　(1)　資格１　本学大学院修士課程の２年次に在学中で，修士学位論文（以下「修士論文」と云う。）
　　　　の審査終了時までに所定の単位を修得する見込みのある者
　　　(2)　資格２　本学大学院修士課程に在学中で，在学期間が２年を超える者のうち，修士論文の審
　　　　査終了時までに所定の単位を修得する見込みのある者

 （修士論文の審査申請）
第３条　論文の審査を申請しようとする者は，別紙様式１による修士論文及び最終試験審査申請書を，
　　　指導教員の承認を得た上，分野担当委員を経て，研究科長に提出するものとする。提出期限は，
　　　資格１に該当する者については２月 10 日，資格２に該当する者については随時とする。

 （主査・副査の選定）
第４条　分野担当委員は，当該専攻分野の会議（専攻・分野）を招集し，議長となる。本会議で，論文
　　　を審査する主査を１人以上選出し，選出結果を申請者及び研究科長に報告する。
　　２　主査には，原則として，当該学位論文の指導教員が当たる。副査には，必要に応じて，当該専
　　　攻分野以外の教員を加えることができる。主査と副査は，提出される論文を査読せねばならない。

 （学位論文等の提出）
第５条　学位論文の審査を申請しようとする者は，主査及び副査の人選結果の報告を受けた後，次の資
　　　料を研究科長に提出するものとする。
　　　(1)　修士論文〔Ａ４版〕
　　　(2)　論文の要旨〔Ａ４版，２枚，3000 字以内，図表の掲載可〕
　　　　　提出部数は，主査と副査の合計の数及び研究科長用 1 部とする。提出期限は，資格１に該当
　　　　　する者については，２月 20 日とする。資格２に該当する者については，分野担当委員から
　　　　　示された期日とする。

 （中間発表および最終発表会の開催）
第６条　分野担当委員は，中間発表と最終発表会を公開で開催する。研究科長は，それぞれの発表会の
　　　日程を公示する。申請者は，中間発表会では研究の進行状況を，最終発表会では修士論文の内容
　　　それぞれ説明し，出席者との間で質疑応答を行う。司会者は，分野担当委員が行う。
　　２　中間発表会は，原則として２年次の４月から６月までに行う。なお，これを学会発表に換える
　　　ことができる。
　　３　最終発表会は，原則として修士課程修了判定の 14 日から 10 日前に行う。

 （審査委員会の設置）
第７条　分野担当委員は，最終発表会の後，論文を審査する審査委員会を開催する。審査委員会は，主
　　　査と副査のほか，当該専攻分野の教員全員で構成する。必要であれば，当該専攻分野以外の教員
　　　も構成員とすることができる。さらに，研究科長の承認を経て，２以上の専攻分野が合同で審査
　　　

南九州大学大学院修士学位審査規程
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委員会を設けることができる。
　　２　審査委員会は，申請者ごとにその主査が議長となり，次の審査を実施する。
　　　(1)　論文審査
　　　(2)　論文を中心とする関連事項についての口述の最終試験とその審査
　　　　　最終試験は，論文発表会で十分な討議が行われていれば，その討論で置き換えることができ
　　　　る。

 （最終結果の報告）
第８条　主査は，学位論文審査及び最終試験を終了した後，修士学位論文審査及び最終の結果報告書（以
　　　下「報告書」という。）を，別紙様式２により作成し，分野担当委員を経て，研究科長に
　　　提出する。

（審査に合格した修士論文の提出方法）
第９条　審査に合格した修士論文は，報告書とともに分野担当委員を経て，研究科長に提出しなければ
　　　ならない。
　　２　提出部数は 1 部とする。

第10条　研究科長は，報告書と審査に合格した修士論文に基づき修士課程修了判定資料を作成の上，研
　　　究科会議に提出する。
　　　その研究科会議で学位を授与することの可否を決定する。判定資料には，次の項目が含まれる。
　　　(1)　申請者氏名
　　　(2)　修士論文題目
　　　(3)　修士論文審査委員会（主査／副査名）
　　　(4)　審査委員会からの報告書の結果（合／否）
　　　(5)　修得単位数

 （その他）
第11条　研究科長は，研究科会議終了後，直ちに審査に合格した論文及びその論文要旨の各１部を図書
　　　館に保管させる。

第12条　学位の授与日は，次のとおりとする。
　　　　資格１に該当する者は，３月の学位記授与式の日
　　　　資格２に該当する者は，修士課程修了判定を行った研究科会議の月末日

第13条　この規程に定めるもののほか，実施の細則については，各専攻（園芸学，食品科学）で定める。

　　　附　則
　この規程は，平成 13 年１月 24 日から施行する。
　改正　平成 23 年４月１日，平成 27 年４月１日
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　南九州大学大学院修士学位審査規程第３条により修士論文及び最終試験の審査を
申請します。

　論文題目：

（様式１）

修士論文及び最終試験審査申請書

平成　　年　　月　　日

大学院研究科長　殿

 専 攻 分 野：

（指導教員名：

 申請者氏名：

 専攻　　　　　　分野　

㊞　）

 ㊞　
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　学位授与申請者の修士論文及び最終試験の審査結果を，下記のとおり報告

いたします。

審査申請者
専攻分野：　　　　　　　専攻　　　　　　分野

氏　　名：

論文題目：

審 査 日：

審査結果：

　　　　　　　１　論　　文
　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　否
　　　　　　　２　最終試験
　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　否

（様式2）

修士論文及び最終試験結果報告書

平成　　年　　月　　日

大学院研究科長　殿

主査名　：

副査名　：

副査名　：

 ㊞

㊞

㊞





雑　　　　　　　則
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 （趣　旨）
第１条　この基準は，南九州大学情報処理センターのネットワーク（以下「hibari-net」という。）の
　　　接続及び利用に関し，必要な事項を定める。
 （利用の原則）
第２条　hibari-net の利用は，学術研究，教育及び大学運営上必要と認められるものに限る。
 （端局接続の資格）
第３条　hibari-net に接続することのできる者は，次のとおりとする。
　　　(1)　学園の教職員
　　　(2)　南九州大学及び南九州短大大学の学生
　　　(3)　その他センター長が適当と認める者
 （接続の申請）
第４条　hibari-net に接続を希望する者（以下「利用者」という。）は，パスワードを定め，所定の接
　　　続利用申請書をセンター長に提出し，その承認を得なければならない。
 （接続の承認）
第５条　センター長は，前条の申請を承認したときは，接続に必要な事項を利用者に通知するものと
　　　する。
 （利用者の責務）
第６条　利用者は，hibari-net への接続及び利用に際して，hibari-net の機能及び運用に支障を来さな
　　　いように努めなければならない。
　　２　利用者は，申請書の記載事項に変更が生じた場合及び接続を廃止しようとする場合には，速
　　　やかにセンター長に届けなければならない。
 （接続承認の取消し等）
第７条　利用者が hibari-net の機能及び運用に重大な支障を来した場合には，センター長は，接続　
　　の承認を取り消し，又は一定期間接続を停止させることができる。
 （利用資格の消滅）
第８条　hibari-net の利用者は，次のいずれかの場合には，利用資格が消滅する。
　　　(1)　教職員が本学園を退職した場合
　　　(2)　学生が卒業その他で学籍を離れた場合
　　　(3)　センター長が許可した者が，その業務を修了した場合
 （パスワードの再登録）
第９条　パスワードの登録後，それを忘却した者は，再登録しなければならない。
 （申合せ事項）
第10条　hibari-net の接続・利用に関して，次の申合せを行う。
　　　(1)　ＤＮＳ（Domain Name System）プライマリサーバは，情報処理センターが管理する。
　　　(2)　インターネット Mail のサーバは，情報処理センターが管理し，利用するホストは，センター
　　　　と連携・協調するものとする。
 （雑　則）
第11条　この基準に定めるもののほか，hibari-net の接続・利用に関し必要な事項は，南九州大学情
　　　報処理センターのコンピュータ委員会の議を経て，センター長が定める。

　　　附　則
　この基準は，平成 13 年４月１日から施行する。

南九州大学ネットワーク利用基準
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　情報処理演習室およびコールラボ室の両情報処理関連施設の健全な利用を図るため，利用者は以下
の項目を遵守すること。

１．利用時間等について
　(1)　利用可能時間は原則として，午前８時 30 分から午後８時までとする。
　(2)　土曜・日曜・祝祭日等の休日の利用は原則として認めない。
　(3)　講義が開かれている時間は，当該授業を受けていない学生の利用を認めない。
　(4)　講義以外に利用する場合は使用簿に，入室時に学籍番号および使用目的を，退出時に使用時間
　　を記入すること。

２．室内の規律について
　(1)　静粛に保つこと。
　(2)　コンピュータおよびその周辺機器，設備を破損又は汚損しないこと。
　(3)　飲食および喫煙しないこと。
　(4)　掲示および貼紙しないこと。
　(5)　その他，他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。

３．コンピュータおよびその周辺機器（ＰＣ機器類）の取扱いについて
　(1)　ＰＣ機器類は大切に取り扱い，破損および汚損しないこと。
　(2)　ＰＣ機器類の環境設定およびソフトは変更しないこと。
　(3)　ＰＣ機器類を破損した場合は速やかに教職員に報告し，指示に従うこと。

都城キャンパス情報処理関連施設利用心得
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(1)　情報処理演習室
　・利用可能時間は原則として，午前８時 30 分から午後５時までとする。
　・土曜・日曜・祝祭日は原則として利用を認めない。
　・部屋の開放・閉鎖は授業時に教員が学生支援課から部屋の鍵を受け取って行う。
　・コンピュータ室で授業が開かれている時間は，当該授業を受けていない学生の利用を認めない。
　・コンピュータ室で授業が開かれていない時間には，教員（非常勤を含む）の立会いのもとで学生
　　の利用を認める。その際，教員は学生支援課に利用を届け，部屋の鍵を受け取ることとし，学生
　　は使用簿に学籍番号，使用ＰＣの番号，使用時間，使用目的を記入することとする。

(2)　コールラボ室
　・利用可能時間は原則として，午前８時 30 分から午後８時までとする。
　・土曜・日曜・祝祭日は原則として利用を認めない。
　・部屋の開放・閉鎖は守衛に依頼する。
　・コールラボ室で授業が開かれている時間は，当該授業を受けていない学生の利用を認めない。
　・コールラボ室で授業が開かれていない時間には，学生の利用を認める。
　・健康栄養学部生にも，コールラボ教材の使用を認める。
　・コールラボ教材以外の目的でのコンピュータの使用を認める。ただし部屋が混雑している場合は，
　・コールラボ教材使用を目的とする者を優先とする。

　　万一，上記規定により利用上の不都合が生じる場合は，健康栄養学部管理栄養学科の学生に限り，
　６Ｆ栄養教育実習室に自分用のコンピュータを持ち込み，ネットワークに接続することを許可する
　ことで対応する。

宮崎キャンパス情報処理関連施設利用心得
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 1

 2

　学生相談                                                                            
　学生相談室では，専任のカウンセラー（臨床心理士）が，様々な問題について相談に応じている。
相談された内容については，秘密が守られるので，安心して利用してもらいたい。
(1) 相談について
 　①相談内容
 　　・修学のこと（学校に馴染めない，勉強が分からない，授業・単位のこと等）
 　　・学生生活のこと（一人暮らし，アルバイト，サークル，何かトラブルに巻き込まれた等） 
        ・人間関係のこと（友人，恋愛，家族，教員　等）
 　　・将来のこと（就職 , 進路 , 進学 , 転学 , 等）
 　　・自分の性格のこと
 　　・心や身体の不調について  
 　　　※その他，どんな些細な内容でも受け付けている
 　②必要があれば，他の窓口やサービス機関，専門機関を紹介する。
(2) 利用方法 ( 詳細は各キャンパス掲示板に掲示している）
 　①相談申込み：原則として予約制とする。保健室に来室するか，電話・メールにて予約。　　　 
　　※保健室連絡先　　宮崎 0985-83-2111  メールアドレス t-hoken@nankyudai.ac.jp　　
                                 都城 0986-21-2111  メールアドレス mj-hoken@nankyudai.ac.jp
　 　　直接 , 学生相談室に来室しても予約できる。
 　②利用時間
　　 　宮崎キャンパス：原則として週 2 日 午前 9 時から午後 5 時まで
　　 　都城キャンパス：原則として週 3 日 午前 9 時から午後 5 時まで
 　③尚，緊急時には，別途相談に応じる。

　健康管理
(1) 保健室
　 保健室は，定期健康診断とそのフォロー，ケガや体調不良時などの応急処置，治療が必要な場合の
医療機関の紹介，健康や身体・性に関する相談や教育を専任の保健師が行っている。利用時間は平日
午前８時３０分から午後５時まで。その他，毎月１回，学校医（医師）が保健室に来て，より専門的
な相談などに応じている。学校医巡回日は，掲示板もしくは保健室で確認のこと。
(2) 定期健康診断
　 毎年全学生に健康診断を実施し病気の予防早期発見に取り組んでいる。
(3) ①学生教育研究災害傷害保険（学研災）
　　教育研究活動中に，不慮の事故によって被った学生自身の身体の傷害が対象となる保険で，本学
　　の学生は全員，この保険に加入している。正課中，学校行事中，学校施設内にいる間，学校施設
　　外で大学に届け出た課外活動を行っている間，通学中の事故・学校施設等相互間の移動中に発生
　　した事故によって身体に傷害を被った場合は，ただちに（事故の日から 30 日以内）学生支援課に
　　届け出ること。
　②学研災付帯賠償責任保険（付帯賠償）
　　教育研究活動中に，学生が他人にケガをさせたり，他人の財物を碩壊したことによって被る法律
　　上の損害賠償保険。正課中（教育実習，介護等体験活動，インターンシップ，ボランティア活動
　　等も含む），学校行事およびその往復中の事故が対象。学研災同様全員加入している。

学　生　生　活
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（4）学校感染症
　①学校感染症に罹患した場合
　　学校保健安全法施行規則第 18 条に定められている「学校において予防すべき感染症」（対象疾患
　は別表参照）に罹患した場合は，自身の療養と感染拡大防止のため，担当医または学校医により感
　染のおそれがないと認められるまでの期間登校禁止とする。

学校感染症と診断されたら
　①　下記のいずれかの方法で速やかに保健室へ報告すること。
  　　　　　・電話報告（平日午前８時３０分から午後５時まで）
  　　　　　　　　宮崎キャンパス：０９８５－８３－３４１６（学生支援課）→保健室
  　　　　　　　　都城キャンパス：０９８６－２１－２１１１（大学代表）→保健室
  
  　　　　　・Ｗ eb 報告
  　　　　　　　　　大学ホームページ「在学生 ･ 教職員の方」→「学校感染症」→「学校感染　　
　　　　　　　　　症と診断されたら」→「学校感染症罹患報告」にて必要項目を入力後，送信　　
　　　　　　　　　すること。
  　　　　　　　　　
　②　療養中の諸注意
              　・医師の指示に従い療養すること。
              　・他者との接触を控え，不必要な外出はしないこと。
              　・講義出席だけではなく，研究室活動やサークル活動も禁止とする。

　③　治癒後（医師において感染のおそれがないと認められたら）
              　 ・担当医に本学指定の「学校感染症罹患証明書」（別表参照）を記入してもらい，登校再開後，
　　　　　　１週間以内に保健室へ提出すること。
              　・「学校感染症罹患証明書」をもって，公欠の証明となる。
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　　　　④学校感染症の種類及び出席停止期間の基準

　学校感染症の種類及び出席停止期間の基準

（学校保健安全法施行規則第 18 － 19 条（平成 27 年４月１日改正）参考）

対　　象　　疾　　患 出席停止期間の基準

第
　
一
　
種

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳコロナウイル
ス）
中東呼吸器症候群（ M E R S コ ロ ナ ウ ィ ル ス ）
特 定 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ
新型インフルエンザ等感染症※１
指定感染症※１
新感染症※１

治癒するまで

第
　
二
　
種

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後
２日を経過するまで※２

百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗
菌性物質製剤による治療が終了するまで※２

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで※２

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した
後５日を経過し、かつ、全身状態が良好にな
るまで※２

風疹（ふうしん、三日はしか） 発疹が消失するまで※２
水痘（みずぼうそう） 全ての発疹が痂皮化するまで※２
咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退した後２日経過するまで※２
結核 病状により学校医その他の医師において感染

のおそれがないと認められるまで髄膜炎菌性髄膜炎

第
　
　
三
　
　
種

コレラ
病状により学校医その他の医師において感
染のおそれがないと認められるまで

　ただし、【その他の感染症】に関しては、感
染症の種類、大学における感染症の発生・流
行の様態等を考慮し、学校医の意見を聞き判
断する

細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

【その他の感染症】
※1・・・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）
　　　  第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び
　　　  新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
※2・・・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められた場合は、この
　　　  限りではない。
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  ／   （  ）より登学再開   

ご担当医 様 
南九州学園 

学校感染症罹患証明書記入のご依頼 
 

 学校保健安全法施行規則第 18 条に規定されている「学校において予防すべき感染症」罹患しました本学学生に

つきまして、治癒後に、下記証明書に病名、出席停止期間等をご記入くださいますようお願い申し上げます。 
                                                                              

学校感染症罹患証明書 
 

氏 名：                             学籍番号：                 （本人記入） 
 
 

上記学生を「学校において予防すべき感染症」と診断し、診断日および妥当な出席停止期間は、下記であっ
たことを証明します。 

疾患名(該当欄にレ点を付けてください。) 
疾患名 出席停止期間の基準 

□ インフルエンザ(□Ａ型 □Ｂ型 □不明) 
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を

経過するまで 

□ 麻しん（はしか） 解熱後３日を経過するまで 

□ 風しん（ふうしん） 発疹が消失するまで 

□ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後

５日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

□ 水 痘（みずぼうそう） 全ての発疹が痂皮化するまで 

□ 百日咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が終了するまで 

□ 咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退後２日経過するまで 

□ 結 核 感染のおそれがないと認められるまで 

□ 髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認められるまで 

□ 流行性角結膜炎 感染のおそれがないと認められるまで 

□ その他＊ （                                  ） 
【第一種】治癒するまで 

【第三種】感染のおそれがないと認められるまで 

                                               ＊学校保健安全法施行規則第 18 条に定める感染症の種類による 

診断日           平成     年     月     日 

出席停止期間     平成     年     月     日 ～ 平成     年     月     日 
 
 

                      平成    年    月    日 
                                        
 

医療機関名 

  
 
                             医 師 名：                                 ㊞ 
                                                                       
 ※学生は、この証明書を保健室へ提出後、公欠の手続きをとることができます。 

                                                          保健室受領日        年     月     日  ㊞ 
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３　海外渡航に当たっての注意
　　国外研修，単位認定留学，個人的な短期・長期留学及び海外旅行も含め，海外渡航を行う際は，出発
　前に旅行日程や宿泊先，旅行中の連絡手段等を確認の上，必ず出発する 10 日前までに「海外渡航届」（別
　紙参照）を学生支援課へ提出すること。大学が実施する国外研修，単位認定留学制度により渡航する場
　合は提出不要。

　　また海外渡航に当たっては下記の点に留意すること。
　　　・外務省がホームページ等で発出している「渡航情報」（危機情報，スポット情報，広域情報）を参
　　　　照するなど，日々，世界及び地域の情勢についての情報を収集すること。
　　　・出発前に必ず旅行日程や宿泊先，旅行中の連絡手段等を御家族や友人等に知らせておくこと。
　　　　また，旅先からは定期的に連絡するようにすること。
　　　・渡航前までに外務省が実施している渡航登録サービスへの登録を必ず行うこと。
　　　・海外において，災害や事件等が発生した場合は，すみやかに安否情報を日本の家族及び大学へ連
　　　　絡すること。

【関連情報】
＜外務省海外安全ホームページ＞
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
＜外務省海外安全ホームページ 海外安全パンフレット・資料 ] ＞
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html
＜在外公館リスト＞
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/
＜渡航登録サービス＞
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
＜海外渡航届（書式）＞
http://www.nankyudai.ac.jp/visitor/img/temp_tokou.pdf



－155－

海外渡航届
Temporary Leave Notification ( for travel abroad )

平成 年 月 日
Date : / /

南九州大学 / 南九州短期大学 学生支援課長 殿
To the head of the Student Affairs Department

学籍番号 Student number:
氏名 Name and signature:
所属 Faculty:
学年 Year:

私は海外渡航をしますので，指導教員の了承の上，下記の様に届けます。

）（町）（名国先き行
:ytiC:yrtnuoCnoitanitseD

渡航期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
Travel period

From: / / To: / /

渡航目的
Purpose

住所 address

携帯電話
渡航中の連絡先 （本人）
Contact information mobile phone （海外利用 可・否 ）

メールアドレス
(本人)
email （海外利用 可・否 ）

備考
Remarks

指導教員印
Seal of supervisor

注１：３カ月以上海外に居住する場合は，在外公館に在外届を提出して下
さい。

注２：海外において，地震・騒乱等に巻き込まれた場合は，すみやかに安
否情報を日本の家族及び大学へ連絡して下さい。





南 九 州 学 園 の 規 程
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 （目　的）
第１条　この内規は，南九州大学学則第 34 条第 1 項第 2 号，第 37 条第 1 項第 3 号，第 47 条第 5 項，
　　　南九州大学大学院学則第 29 条第 1 項第 3 号，第 31 条第 1 項第 2 号，第 37 条第 5 項に定める授
　　　業料等（以下「納入金」という。）の未納に係る除籍並びに復籍の取り扱いについて必要な事項
　　　を定める。

（納入金）
第２条　本学は，授業料等を前期・後期の学期ごとに徴収することとし，前期は4月20日，後期は10月1日を
　　　納入期限とする。

 （納入金の督促）
第３条　期限までに納入金の納入がない者には督促状を送付する。督促状を受け取った者は遅滞なく納
　　　入金を納入するものとする。

 （納入金の納入猶予）
第４条　経済的事情から直ちに納入金が納入できない場合は，本学所定の延納願いを提出し，納入期限
　　　の猶予を申し出るものとする。但し，納入期限は当該在籍年度末の最終日までとする。
　　２　納入金未納学期の成績は，合格している場合でも保留とする。

（除　籍）
第 5 条　前条の手続きを取らない者には，除籍同意書を送付する。除籍の同意があった者，若しくは何
　　　らの意思表示もない者は，教授会（大学院の場合は研究科会議）の議を経て，学長が決定し，各
　　　学期末の最終日をもって除籍とする。
　　２　延納手続きを取って尚かつ期限までに納入金を納入しない者は，教授会（大学院の場合は研究
　　　科会議）の議を経て，学長が決定し，当該在籍年度末の最終日をもって除籍とする。

（復　籍）
第 6 条　納入金を納入した者は，教授会（大学院の場合は研究科会議）の議を経て，学長が決定し，復
　　　籍を許可することができる。
　　２　除籍となった者が，除籍の日から3ヶ月以内に納入金を納入し，復籍を願い出た場合は，教授会
　　　  （大学院の場合は研究科会議）の議を経て，学長が決定し，復籍を許可することができる。
　　３　復籍した者の在学期間は，除籍以前の在学期間に通算する。
　　４　復籍した者は，保留となった成績を復活する。

（規程の改廃）
第 7 条　この内規の改廃は，教授会（大学院の場合は研究科会議）の議を経て，学長が決定する。

（附　則）
１　この内規は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
２　この内規の適用は，平成 28 年 4 月 1 日に本学に在籍する学生（大学院生を含む）から適用し，そ
　れ以前の学生には適用しない。

南九州大学授業料等未納者の除籍・復籍に関する内規
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 （目　的）
第 １ 条  この規程は，南九州大学学則（以下「大学学則」という。） 第４１条，南九大学大学院学則　
　　　　（以下「大学院学則」という。）第３５条及び南九州短期大学学則（以下「短大学則」という。）
　　　　第４４条の規定により，学生の懲戒について必要な事項を定める。
 （対象者）
第 ２ 条　この規程において対象となる者は，学校法人南九州学園が運営している学校に所属している
　　　　学生のことをいう。
 （懲戒の対象となる非違行為）
第 ３ 条　懲戒の対象となる非違行為は，次の各号の行為をいう。
       　 (1)　犯罪行為等，社会の秩序を乱す行為
       　 (2)　重大な交通法規違反
       　 (3)　著しく人権を侵害する行為
       　 (4)　ハラスメント行為
       　 (5)　本学の学則及び規程に反する行為
       　 (6)　試験等における不正行為及び論文等執筆における学問的倫理に反する行為
       　 (7)　本学教職員の業務及び学生等の学習，研究活動等を妨害する行為
       　 (8)　その他学生の本分に反する行為
 （懲戒の考え方）
第 ４ 条　懲戒は，学生が第３条に定める懲戒の対象となる行為を行った場合，学生の本分をまっとう
　　　　させるために，学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき行うものである。
　　　２　懲戒は，懲戒の対象となる行為の様態，結果等を総合的に検討し，教育的配慮に基づいて行う。
　　　３　懲戒により学生に課す不利益は，懲戒目的を達成するために，必要最小限にとどめなければ
　　　　いけない。
 （懲戒処分の種類）
第 ５ 条　懲戒処分の種類は，大学学則第４１条第４項、大学院学則第３５条第４項及び短大学則第　
　　　　４４条第４項に定める、退学，停学，戒告とする。
       　 (1)　退学　学生の身分を失わせることをいう。この場合再入学は認めない。
       　 (2)　停学　一定の期間，学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止することをいう。
       　(3)　戒告　学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め，将来に渡ってそのようなことがな
　　　　　いよう，口頭及び文書により厳重に注意することをいう。
　　　２  懲戒に相当しない場合でも，教授会または研究科会議の議を経て，学長は学生に口頭又は文  
　　　　書にて注意を行うことができる。
 （調　査）
第 ６ 条　懲戒の対象となる行為又はその疑いが生じた時は，学生懲戒委員会がその調査を行う。
 （学生懲戒委員会）
第 ７ 条  学生懲戒委員会の委員は以下の通りとする。
       　(1)　南九州大学及び南九州大学大学院に所属する学生が対象の場合は，南九州大学学則第１０条
　　　　  に規定する学生部所属の学生部長，学生部次長，学生部主任，学生部会委員及び学務部長及   
　　　　　び学生支援課長とする。
       　(2)　南九州短期大学に所属する学生が対象の場合は，南九州短期大学学則第９条に規定する学生
　　　　　部所属の学生部長，学生部次長，学生部主任，学生委員及び学務部長及び学生支援課長とする。
　　　２　学生懲戒委員会の委員長は学生部長とする。
　　　３　委員長は議長となる。議長に事故ある時は，あらかじめ委員長の指名した者が議長となる。
　　　４　委員長は必要に応じて事務職員を委員に加える事ができる。

学校法人南九州学園学生懲戒審査規程
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 （事実関係の調査）
第 ８ 条　学生懲戒委員会は，当該事案に係る学生を速やかに調査を行うとともに，その関係者に対し
　　　　て調査を行うことができる。
　　　２　学生懲戒委員会は，事実関係調査終了後，懲戒の可否及び軽重を審査の上，速やかに教授会
　　　　又は研究科会議に，その審査結果を提議する。
 （登校禁止等の措置）
第 ９ 条　学長は，学生部長と協議の上，当該学生及びその他の学生の利益保護のために必要と判断し
　　　　た場合は，当該学生に登校禁止等の必要な措置を講ずることができる。
　　　２　前項により，登校禁止等の措置を講じた場合，当該学生の停学期間を定めるにあたり，登校
　　　　禁止期間を考慮することができる。

（懲戒処分の決定）
第１０条　学生懲戒委員会から提議された審査結果は，教授会又は研究科会議の議を経て，学長が決定
　　　　する。
　　　２　学長は，当該事案の学生及びその保証人に対し，文書で内示する。
 （不服申し立て）
第１１条  当該事案において懲戒処分を通告された学生は，その通告された日から３０日以内に不服申
　　　　し立てができる。
　　　２　不服申し立ては，学長宛に文書で行う。
　　　３　不服申し立て文書の提出先は，所属キャンパスの学生支援課とする。
　　　４　学長は，不服申し立てを受理した日から１５日以内に，学生懲戒委員会の開催を委員長に指
　　　　示する。
　　　５　学生懲戒委員会は，不服申し立ての内容を審査し，その内容により懲戒の内容が相当ではな
　　　　いと判断した場合は，懲戒の取り消し又は変更をし，教授会又は研究科会議に改めて提議する。
　　　　　また，不服申し立ての内容が懲戒の取り消し又は変更に値しないと判断した場合も教授会又
　　　　は研究会議に改めて提議する。
 （懲戒対象者の退学の申し出の取扱い）
第１２条  第８条における調査対象者となった学生が，懲戒の決定前に退学の申し出がある場合，懲戒
　　　　が決定するまでこの申し出を受理しない。
 （停学期間中の指導）
第１３条  停学期間中は教育的指導を行う。
 （幹　事）
第１４条　委員会に幹事を置き，学生支援課長又はそれに代わる者をもってそれに充当する。
　　　２　幹事は，議事録作成等の事務処理を行い，議事録を保管する。
　　　３　議事録には，議長及び審議に加わった委員２人が署名押印する。
 （改　廃）
第１５条　この規程の改廃は，南九州学園運営会議の議を経て，常務会で決定する。

　　 附　則
 この規程は，平成 27 年４月１日から施行する。
  　　改　正　平成 30 年４月１日
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１　台風等
　(1)　午前６時に，宮崎県全域に暴風警報又は特別警報（大雨又は暴風）が発令されている場合は，
　　公共交通機関の運行に関わらず，その日の授業は休講とする。ただし，午前 10 時までに解除さ
　　れたときは，第３講時から平常授業を行う。
　(2)　前号 (1) の警報が宮崎県の一部地域にのみ発令されている場合は，下記を除き平常授業とする。
　　　ア）宮崎キャンパス
　　　　　　　宮崎市内に発令されている場合
　　　イ）都城キャンパス
　　　　　　　都城市内に発令されている場合
　(3)　授業開始以降に宮崎県全域に暴風警報又は特別警報（大雨又は暴風）が発令された場合は，速
　　やかに授業を中止し，休講とする。
　(4)　前号 (2) の地域に該当する学生の欠席は，公欠とする。
　(5)　その他，災害等発生時での休講決定は，学長またはこれを代行する者が行う。

２　公共交通機関の運行停止等
　(1)　事故・ストライキ等で宮崎県内の公共交通機関が運行停止しており，この運行停止が午前６時
　　までに開通したとき，又は解除されたときは，平常授業を行う。
　(2)　午前 10 時までに開通したとき，又は解除されたときは，第３講時から平常授業を行う。
　(3)　前各号の場合，一部が運行停止している場合の学生の欠席は，公欠とする。

　　制定　平成 15 年７月 25 日常務会
　　改正　平成 18 年８月 29 日，平成 19 年７月 27 日，平成 21 年７月 31 日，平成 26 年 9 月 26 日
　　　　　平成 30 年 3 月 26 日

台風来襲等及び公共交通機関の運行停止に伴う授業の取扱いについて
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第  １  章 　 総   　 則

 （目　的）
第１条　この規程は，南九州学園（以下「学園」という。）における学生等の個人情報の取扱いに関す
　　　る基本的事項を定めることにより，学園の業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに，学生等の
　　　個人の権利利益を保護することを目的とする。

（用語の定義）
第２条　「学生等」とは，南九州大学（以下「大学」という。）及び南九州短期大学（以下「短期大学」
　　　という。）において教育を受けている者，教育を受けようとする者，過去において教育を受けた
　　　者及び受けようとした者をいう。
　　２　「教職員」とは，学園の役員及び学園と雇用関係にあるすべての者をいい，非常勤講師等を含
　　　む。
　　３　「個人情報」とは，学生等及びその保護者並びに保証人等に関する情報であって，当該情報に
　　　含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情
　　　報と容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
　　　を含む。）をいう。
　　４　「個人情報データベース等」とは，個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものを
　　　いう。
　　　(1)　一定の事務の目的を達成するため，特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することがで
　　　　きるよう体系的に構成したもの。
　　　(2)　前号に掲げるもののほか，一定の事務の目的を達成するために，一定の規則（年月日順等）
　　　　に従って整理・分類することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系
　　　　的に構成した集合物であって，目次，索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。
　　５　「個人データ」とは，個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
　　６　「保有個人データ」とは，学園が，開示，内容の訂正，追加又は削除，利用の停止，消去及び
　　　第３者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。
　　７　「本人」とは，個人情報によって識別される特定の個人をいう。

 （理事長等の責務）
第３条　理事長は，この規程及び関係法令等の趣旨にのっとり，個人情報の適切な取扱いを確保するた
　　　めに必要な施策を総合的に策定し，実施するとともに，保有個人データの管理について，これを
　　　総括する。
　　２　大学学長，短期大学学長及び事務局長は，理事長を補佐し，個人情報の適切な取扱いを確保す
　　　るために必要な措置を講じるとともに，第５条に定める個人データ管理責任者を指導し，個人情
　　　報の保護に関する問題が生じた場合には，迅速かつ適切に対処するものとする。

 （教職員の責務）
第４条　個人情報を取り扱う教職員は，この規程及び関係法令等を順守して，個人情報を適正に取り扱
　　　うとともに，保有個人データの正確性及び安全性の確保に努めなければならない。
　　２　個人情報を取り扱う教職員は，その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知
　　　らせ，又は不当な目的に利用してはならない。
　　３　前項の規定は，教職員がその職を退いた場合にあっても，同様とする。

学校法人南九州学園学生等に関する個人情報の保護に関する規程
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 （個人データ管理責任者）
第５条　この規程の目的を達成するため，学生等個人データ管理責任者（以下「管理責任者」という。）
　　　を置く。
　　２　管理責任者は，大学の学部長及び教養・教職センター長，南九州大学大学院の研究科長，短期
　　　大学の学科長，事務局学務部長，広報部長及び財務部長をもって充てる。
　　３　前項の規定にかかわらず，大学学長，短期大学学長及び事務局長は，特に必要があると認める
　　　場合には，前項に定める管理責任者以外の者を管理責任者に指名することができる。
　　４　管理責任者はこの規程の定めに従い，その所掌する業務の範囲内における個人データについて，
　　　教職員がこれを適正に取り扱うよう指導し，監督するとともに，その取扱い及び所掌する保有個
　　　人データの開示及び訂正等の請求に関し，これを適正に処理する責任を負う。
　　５　管理責任者は，個人データを取り扱う教職員に対し，個人データの適切な管理を行うよう意識
　　　の啓発を図り，その取扱いに関する必要な教育及び研修等を行わなければならない。

第 ２ 章 　 個人情報の取得及び利用の制限等

 （適正な取得）
第６条　教職員が，業務上，学生等の個人情報を取得するに当たっては，偽りその他不正の手段により，
　　　これを取得してはならない。

 （保有の制限等）
第７条　学生等の個人データの保有は，学園の業務又は教育・研究活動を遂行するために必要な場合に
　　　限るものとし，保有に当たってはその利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特
　　　定しなければならない。
　　２　個人データは，前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて，これを保
　　　有してはならない。
　　３　第１項の利用目的を変更する場合には，変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に
　　　認められる範囲を超えて行ってはならない。

 （利用目的の明示等）
第８条　教職員が，学生等から文書等書面（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識で
　　　きない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）に記録された個人情報を取得する場合は，あら
　　　かじめその利用目的を公表している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又
　　　は公表しなければならない。
　　２　本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他書面に記載された当該本人の個人情報
　　　を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得するときは，次
　　　に掲げる場合を除き，あらかじめ，本人に対し，その利用目的を明示しなければならない。
　　　(1)　本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
　　　(2)　学園の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
　　　(3)　国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があっ
　　　　て，当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
　　　(4)　取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
　　３　本人から，当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは，本人
　　　に対し，遅滞なく，これを通知しなければならない。ただし，前項各号のいずれかに該当する場
　　　合は，この限りではない。
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 （利用及び提供の制限）
第９条　教職員は，あらかじめ本人の同意を得ないで，業務上取得した保有個人データを利用目的以外
　　　の目的のために利用し，又は提供してはならない。
　　２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，利用目的以外の目
　　　的のために保有個人データを利用し，又は提供することができる。
　　　(1)　本人の同意がある場合
　　　(2)　法令に基づく場合
　　　(3)　人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが
　　　　困難であるとき。
　　　(4)　公衆衛生の向上又は学生等の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人
　　　　の同意を得ることが困難であるとき。
　　　(5)　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること
　　　　に対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
　　　　障を及ぼすおそれがあるとき。
　　　(6)　学園の業務又は教育・研究活動の遂行に必要な限度で保有個人データを学園の内部で利用す
　　　　る場合であって，当該保有個人データを利用することに相当な理由があるとき。
　　３　前項の (1) から (6) の各号に該当して利用する場合は，担当部署等の業務責任者は速やかに管理
　　　責任者に届け出なければならない。
　　４　第三者に提供される個人データについて，本人の求めに応じて当該本人が識別される個人デー
　　　タの第三者への提供を停止することとしている場合であって，次に掲げる事項について，あらか
　　　じめ，本人に通知し，又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは，前項の規定にかかわ
　　　らず，当該個人データを第三者に提供することができる。
　　　(1)　第三者への提供を利用目的とすること。
　　　(2)　第三者に提供される個人データの項目
　　　(3)　第三者への提供の手段又は方法
　　　(4)　本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
　　５　前項第２号又は第３号に掲げる事項を変更する場合は，変更する内容について，あらかじめ，
　　　本人に通知し，又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
　　６　次に掲げる場合において，当該個人データの提供を受ける者は，前５項の規定の適用について
　　　は，第三者に該当しないものとする。
　　　(1)　利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
　　　(2)　合併その他の理由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
　　　(3)　個人データと特定の者との間で共同して利用する場合であって，その旨並びに共同して利用
　　　　される個人データの項目，共同して利用する者の範囲，利用する者の利用目的及び当該個人デー
　　　　タの管理について責任を有する者の氏名又は名称について，あらかじめ，本人に通知し，又は
　　　　本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
　　７　前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の
　　　氏名若しくは名称を変更する場合は，変更する内容について，あらかじめ，本人に通知し，又は
　　　本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
　　８　個人データを第三者に提供する場合において，必要があると認めるときは，提供を受ける者に
　　　対し，提供にかかる個人データについて，その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限
　　　を付し，又はその漏えいの防止その他個人データの適切な管理のための必要な措置を講ずること
　　　を求めるものとする。

 （学外委託）
第 10 条　個人データの取扱いの全部又は一部に関する業務を学外に委託する場合は，委託業者との間で
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　　　委託された個人データの安全管理が図られるよう，個人情報の保護に関する必要な措置をとらな
　　　ければならない。

 （取得の届出）
第11条　教職員は，新たに個人情報を取得するときは，あらかじめ，適宜の方法により，次の事項につ
　　　いて管理責任者に届け出なければならない。
　　　(1)　個人情報の名称
　　　(2)　個人情報の利用目的
　　　(3)　個人情報の取得の対象者
　　　(4)　個人情報の取得の方法
　　　(5)　個人情報の取得の項目
　　　(6)　個人情報の記録の形態
　　　(7)　その他特記事項
　　２　前項により届け出た事項を変更するときは，あらかじめ，管理責任者に報告しなければらなら
　　　い。

第 ３ 章 　 個 人 情 報 の 開 示 ， 訂 正 等

 （開示の請求）
第12条　学生等から，当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは，書面の交付等
　　　により，遅滞なく，当該保有個人データを開示しなければならない。ただし，開示することによ
　　　り，次の各号のいずれかに該当する場合は，その全部又は一部を開示しないことができる。
　　　(1)　本人の選考，評価，判定その他に関するものであって，本人に知らせないことが明らかに適
　　　　当であると認められるとき。
　　　(2)　本人又は第三者の生命，身体，財産その他権利利益を害するおそれがある場合
　　　(3)　学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
　　　(4)　他の法令に違反することとなる場合
　　２　前項の請求があった場合には，本人であることを書面等により確認しなければならない。
　　　　なお，本人の同意を得て本人の保護者又は保証人若しくは法定代理人（以下「保護者等」とい
　　　う。）が請求した場合は，保護者等であること及び本人の同意を書面等で確認するものとする。
　　３　管理責任者は，開示を求められた保有個人データの全部又は一部について開示をしない場合は，
　　　請求した者に対し，その理由を文書により通知しなければならない。

 （開示の方法）
第13条　保有個人データの開示は，当該情報が文書又は図面により記録されているときは閲覧又は写し
　　　の交付により，電磁的記録に記載されているときは，印字装置による出力物の閲覧又は写しの交
　　　付により行う。ただし，それらの方法により開示が困難な場合には，他の適切な方法により行う
　　　ことができる。

 （訂正等の請求）
第14条　本人から，当該本人が識別される保有個人データについて，その内容が事実でないという理由
　　　によって訂正，追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められたときは，その内容につい
　　　て学園の諸規程及び他の法令の規定おいて特別の手続が定められている場合を除き，利用目的の
　　　達成に必要な範囲において遅滞なく当該請求に係る必要な事実を調査・確認し，その結果に基づ
　　　き，当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。



－165－

　　２　前項により所管する保有個人データの全部又は一部について訂正等を行ったとき，又は訂正等
　　　を行わない旨を決定したときは，本人に対し，その旨（訂正等を行ったときは，その内容を含む。）
　　　を通知しなければならない。

 （利用停止等の請求）
第15条　本人から，当該本人が識別される保有個人データが，第６条の規定に違反して取得されたもの
　　　である又は第９条の規定に反してその利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われていると
　　　いう理由によって，当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下「利用の停止等」という。）
　　　を求められた場合であって，その求めに理由があることが判明したときは，これを是正するため
　　　に必要な限度で，遅滞なく，当該保有個人データの利用の停止等を行わなければならない。ただ
　　　し，当該保有個人データの利用の停止等に多額の費用を要する場合その他の利用の停止等を行う
　　　ことが困難な場合であって，本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
　　　ときは，この限りではない。
　　２　前項により所管する保有個人データの全部又は一部について利用の停止等を行ったとき，又は
　　　利用の停止等を行わない旨を決定したときは，本人に対し，その旨を通知しなければならない。

 （提供停止の請求）
第16条　本人から，当該本人が識別される保有個人データが，第９条の規定に違反して不当に第三者に
　　　提供されているという理由によって，当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた
　　　場合であって，その求めに理由があることが判明したときは，遅滞なく，当該保有個人データの
　　　第三者への提供を停止しなければならない。ただし，当該保有個人データの停止に多額の費用を
　　　要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって，本人の権利利益を保
　　　護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは，この限りではない。
　　２　前項により所管する保有個人データの全部又は一部について第三者への提供を停止したとき又
　　　は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは，本人に対し，その旨を通知しなければな
　　　らない。

 （請求の様式）
第17条　第 12 条，第 14 条，第 15 条及び第 16 条の規定による請求は，別紙様式による。

第 ４ 章 　 不 服 の 申 立 て

 （不服の申立て）
第18条　学生等から，自己の個人情報に関し，第８条，第 12 条，第 14 条，第 15 条及び第 16 条に規定
　　　する措置に不服があるとして申立てがあった場合は，本人であることを確認し，速やかに審査・
　　　処理し，その結果を文書により本人に通知しなければならない。
　　２　学生等からの不服の申立ては，理事長に対して，次に掲げる事項を記載した文書により受理す
　　　ることとする。
　　　(1)　所属等及び氏名
　　　(2)　不服申立て事項
　　　(3)　不服申立て理由
　　　(4)　その他理事長が必要と認めた事項
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第 ５ 章 　 補 　 則
 
 （補　則）
第19条　この規程に定めるもののほか，この規程の実施に必要な事項は，別に定める。

 （法令との関係）
第20条　学生等に関する個人情報の保護に関して，この規定に定めのないことについては，個人情報の
　　　保護に関する法律その他の法令の定めるところによる。

　　　附　　則
　この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。
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 （目　的）
第１条　学校法人南九州学園学生等に関する個人情報の保護に関する規程（以下「個人情報保護規程」
　　　という。）第１９条の規定に基づき，学生等に関する個人情報の保護に関する必要な事項は，こ
　　　の細則の定めるところによる。

 （用語の定義）
第２条　個人情報保護規程第２条第１項の「教育を受けている者」には，科目等履修生，研究生，公開
　　　講座受講者など，現時点で南九州学園（以下「学園」という。）において教育を受けているすべ
　　　ての者を含む。
　　２　同項の「教育を受けようとする者」には，学校説明会への参加者，入学試験や公開講座等に申
　　　込みをしている者，合格者など，現時点で学園における教育を受けようとするすべての者を含む。
　　３　同項の「過去において教育を受けた者」とは，卒業生，他校へ転出した者，退学者，過去にお
　　　いて科目等履修生であった者などを含む。
　　４　同項の「過去において教育を受けようとした者」とは，不合格者，入学辞退者などを含む。

 （通知及び公表）
第３条　個人情報保護規程第８条の「通知」は，口頭，書面，電子メールなどにより個別に，また，
　　　 「公表」は，学園又は南九州大学（以下「大学」という。）若しくは南九州短期大学（以下「短期大学」
　　　という。）の掲示板，ホームページ，新聞などに継続して掲示することにより行うことと
　　する。

 （本人の同意等）
第４条　個人情報保護規程第９条の「本人の同意」は，書面による同意の意思を確認することを原則と
　　　する。書面による同意に当たっては，個別の同意書のほか，入学願書等各種手続に必要な提出書
　　　類のうち本人が記述しているものにおいて，そこに含まれる個人情報の取扱いについて，取得す
　　　る個人情報の使途などを明記し，意思確認欄を設けることなどにより，併せて同意を得ることと
　　　する。
　　２　同条第２項第３号の「人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人
　　　の同意を得ることが困難」とは，学生等の急病等の際に，治療の必要上，本人に関する個人情報
　　　を医療機関等に提供する場合などをいう。
　　３　同条第２項第４号の「公衆衛生の向上又は学生等の健全な育成の推進のために特に必要がある
　　　場合であって，本人の同意を得ることが困難」とは，
　　　(1)　疾病予防，治療に関する疾学調査のため個人名を伏せて調査機関に情報を提供することが特
　　　　に必要な場合
　　　(2)　非行のおそれがある学生等の情報を，学生等本人及びその家族等の権利利益を不当に侵害し
　　　　ないことを前提に，非行防止に関する機関との間で情報交換を行うことが特に必要な場合など
　　　　をいう。

 （安全管理等）
第５条　学生等個人データ管理責任者（以下「管理責任者」という。）は，学生等に関する個人データ
　　　を取り扱う担当部署等の業務責任者を統括し，担当部署等の業務責任者は，個人データを取り扱
　　　う教職員をできる限り特定しなければならない。

学校法人南九州学園学生等に関する個人情報の保護に関する規程施行細則



－168－

　　２　学生等から，当該本人の個人データの開示，訂正，利用停止，提供停止等の請求があった場合
　　　は，受理した教職員は速やかに担当部署等の業務責任者に連絡し，担当部署等の業務責任者はそ
　　　の対応措置などについて速やかに管理責任者と協議することとする。
　　３　管理責任者は，前項の協議があった場合は，その対応措置を決定し，事前に，書面をもって，
　　　理事長及び大学学長，短期大学学長又は事務局長に報告することとする。
　　４　教職員が学生等の個人データを学外に持ち出す場合及び教員が直接関わっている学生等以外の
　　　学生等の個人データを取り扱う場合並びに職員が所掌事務以外の目的をもって学生等の個人デー
　　　タを取り扱う場合は，事前に，書面等をもって，管理責任者の了承を受けなければならない。
　　５　学生等の個人情報データベース等を保有している担当部署等は，次の各号に掲げる事項を記載
　　　した帳簿として「学生等個人データファイル簿」を作成し，備え置くものとする。
　　　(1)　個人情報データベース等の名称
　　　(2)　部署等の名称及び業務責任者の職名，氏名
　　　(3)　個人情報データベース等の利用目的
　　　(4)　個人情報データベース等に記録される項目及び記録される情報主体の範囲
　　　(5)　個人情報データベース等に記録された個人情報の収集方法
　　　(6)　個人情報データベース等に記録された個人情報の経常的提供先名
　　　(7)　本人等からの開示等請求の記録及びその他当該情報の利用目的外利用の届出等の記録など。

 （第３者への提供）
第６条　個人情報保護規程第９条第８項の「必要な制限」及び「必要な措置」とは，次の各号に掲げる
　　　事項をいう。
　　　(1)　提供先において，当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし，又は盗用し
　　　　てはならないこととされていること。
　　　(2)　提供先が，当該個人データの取扱いを再提供する場合は，提供先が事前に書面でもって学園
　　　　の了承を得ること。
　　　(3)　保管期間等を明確にすること。
　　　(4)　利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄等が適切かつ確実になされるこ
　　　　と。
　　　(5)　提供先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするも
　　　　のなどを除く。）の禁止等を確認すること。
　　　(6)　提供先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合は，速やかに報告する義務を課
　　　　すこと。
　　　(7)　提供先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における提供先の責任を明確化
　　　　すること。

 （学外委託先の監督等）
第７条　個人情報保護規程第 10 条の「必要な措置」とは，次の各号に掲げる事項をいう。
　　　(1)　学園の「個人情報保護規程」と同等以上の個人情報の保護規程が，委託先においても制定さ
　　　　れていること。
　　　(2)　委託先が当該個人データの取扱いを再委託する場合は，委託先が事前に書面でもって学園の
　　　　了承を得ること。
　　　(3)　委託契約期間等を明確にすること。
　　　(4)　利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄等が適正かつ確実になされるこ
　　　　と。
　　　(5)　委託先における個人データの加工が委託契約の範囲内で行われること及び改ざんの禁止等を
　　　　確認すること。
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　　　(6)　委託先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするな
　　　　ど委託契約範囲内のものを除く。）の禁止等を確認すること。
　　　(7)　委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合は，速やかに報告する義務を課
　　　　すこと。
　　　(8)　委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託先の責任を明確化
　　　　すること。

 （開　示）
第８条　個人情報保護規程第 12 条第１項第２号の「本人又は第三者の生命，身体，財産その他権利利
　　　益を害するおそれがある場合」とは，本人が知ることにより本人の心身の状況を悪化させると判
　　　断できる場合や配偶者暴力等のおそれがある場合などをいう。
　　２　同項第３号の「学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」とは，教育
　　　活動及び営業活動に与える影響を考慮して判断することとする。

 （開示等の請求）
第９条　学生等から開示等の請求があった場合は，次の各号に掲げる要領により処理することとする。
　　　(1)　開示等の請求の窓口は，学務部とする。
　　　(2)　閲覧場所は，学務部窓口とし，学務部の職員が立ち会うものとする。
　　　(3)　開示等の請求の受付及び閲覧の時間は，午前 10 時から午後４時までとする。
　　　(4)　本人又は代理人であることの確認方法は，対面における学生証，運転免許証，パスポート等
　　　　の写真付きの身分証明証等による確認を原則とする。代理人自身の確認は，本人に準ずる方法
　　　　とし，代理を示す旨の委任状等を確認すること。
　　　(5)　開示等の請求の方法等については，学園のホームページに継続的に掲載し，事前に周知を図
　　　　ることとする。

 （苦情の処理）
第10条　学生等から，開示等の請求に関する措置などについて苦情の申出があった場合は，次の各号　
　　　に掲げる要領により処理することとする。
　　　(1)　苦情の窓口は，学務部とする。
　　　(2)　苦情を受理した場合は，速やかに管理責任者に報告し，管理責任者は速やかに調査，確認の
　　　　上，必要な措置を講じ，必要に応じ，結果を本人に通知しなければならない。

 （不服の申立て）
第11条　個人情報保護規程第 18 条の申立てがあった場合は，次の各号に掲げる要領により処理するこ
　　　ととする。
　　　(1)　不服申立ての窓口は，学務部とする。
　　　(2)　不服申立てを受理した場合は，速やかに管理責任者に報告し，管理責任者は速やかに調査，
　　　　確認の上，必要な措置を講じることとする。

　　　附　　則
　　この細則は，平成 17 年４月１日から施行する。
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 （目　的）
第１条　この規程は，南九州学園（以下「学園」という。）就業規則第２条第４項の規程に基づき，ティー
　　　チング・アシスタント（以下「ＴＡ」という。）の雇用及び給与等に関し必要な事項を定める。

 （資　格）
第２条　ＴＡになることのできる者は，南九州大学（以下「大学」という。）の大学院学生（以下「院生」
　　　という。）とする。

 （趣　旨）
第３条　ＴＡの制度は，優秀な院生に，教育的配慮の下に大学学部及び南九州短期大学（以下「短大」
　　　という。）において教育補助業務を行わせ，これに対する給与支給により，院生の処遇の改善に
　　　資するとともに，大学学部及び短大の教育の充実を図ることを目的とする。
　　２　ＴＡの教育補助業務は，院生の教育的訓練の場とし，院生の資質向上を目的とする。

 （身　分）
第４条　ＴＡは，臨時職員の身分とし，この規程及び雇用契約書に定める以外の事項については，南九
　　　州学園臨時職員規則に定める。

 （職　務）
第５条　ＴＡは，大学院の指導教員の承認の下に，ＴＡを使用する大学及び短大の教員（以下「ＴＡ使
　　　用教員」という。）の指導を受け，その授業の補助業務にあたる。

 （勤　務）
第６条　ＴＡの勤務時間は，院生としての授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。
　　２　ＴＡの勤務する授業科目数は，原則として週１科目とし，特に事情のある場合でも，週２科目
　　　を超えることはできない。
　　３　１科目あたりのＴＡは，原則として１人とするが，受講者が 60 人以上の場合は，２人以上を
　　　認めることがある。

 （給与及び待遇）
第７条　ＴＡの給与は，時間給とし，原則として毎月 21 日（ただし，休業日にあたるときは休業明けの日）
　　　に前月の勤務時間数に基づき支給する。
　　２　通勤費，諸手当，賞与，退職金は支給しない。

 （採　用）
第８条　ＴＡ使用を希望する教員は，当該年度において教育補助を必要とする授業を，学長を経て理事
　　　長に申請する。
　　２　理事長は，申請された授業についてＴＡを募集し，ＴＡ使用を希望する教員による選考結果及
　　　び応募院生の指導教員の意見を考慮して，採用を決定する。

 （指　導）
第９条　ＴＡ使用教員は，ＴＡの毎月の勤務状況について，翌月 10 日までに報告しなければならない。
　　２　ＴＡ使用教員とＴＡの大学院指導教員は，連携してＴＡの院生としての学業成就に協力しなけ
　　　ればならない。

　　　附　則
　この規程は，平成 18 年４月１日から施行する。
　改正　平成 21 年５月 22 日，平成 27 年 4 月 1 日

南九州学園ティーチング・アシスタント規程
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南九州学園ティーチング・アシスタント規程

 （趣　旨）
第１条　この規程は，南九州大学学則第 40 条及び南九州短期大学学則第 43 条に基づき，学生の表彰に
　　　関し必要な事項を定めるものとする。

 （表彰の基準）
第２条　表彰は，次の各号のいずれかに該当する学生個人又はグループ・メンバーについて行うことが
　　　できる。
　　　(1)　課外活動において，次のいずれかの場合に該当したと認められるとき。
　　　　ア　国際的規模の競技会，展覧会又は公演会等（以下「競技会等」という。）に出場，出展又
　　　　　は出演（以下「出場等」という。）した場合
　　　　イ　全国的規模の競技会等に出場等をし，第３位までに入賞（これに相当する賞を含む。）し
　　　　　た場合
　　　　ウ　九州地区又は九州地区を含む複数の地区が合同で行う競技会等に出場等をし，優勝（これ
　　　　　に相当する賞を含む。）した場合
　　　(2)　社会活動において，次のいずれかの場合に該当したと認められるとき。
　　　　ア　ボランティア活動等において，公共団体等から表彰を受け顕著な活動が認められる場合
　　　　イ　人命救助，犯罪防止又は災害防止等で国内外の公的機関等において表彰された場合
　　　　ウ　その他前各号に掲げる基準と同等以上の表彰に価する行為があったと認められるとき。

 （表彰対象者の決定）
第３条　学生部長は，毎年度当該年度の学生活動で前条各号のいずれかに該当すると認められるものを
　　　学長に推薦し（別記様式１），学長は教授会の議を経て表彰対象者を決定する。

 （表彰の方法）
第４条　表彰は，学長が表彰状（別記様式２）を授与することにより行う。
　　２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。

 （表彰の時期）
第５条　表彰は，原則として卒業年次に行う。

 （事務）
第６条　表彰に関する事務は，学務部学生課において処理する。

　　　附　則
　この規程は，昭和 60 年３月１日から施行する。
　　　　改正　平成 18 年１月30日
　　　　改正　平成 27 年 4 月 1 日
　　別記様式１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別記様式２

学校法人南九州学園学生表彰規程

推　　薦　　書
　　　　　　　　　　　　平成＊＊年＊＊月＊＊
南九州（短期）大学長殿

　　　　　　　　　　　南九州（短期）大学学生部長
　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊

　下記の学生・学生団体は，学校法人南九州学園学生
表彰規程第２条第＊＊号の（＊）に該当すると認めら
れるので，推薦します。

記
学籍番号　氏　名　第２条の適用号　　推薦業績
  ・・・　　・・・・　  ・・・・・・・・　　   ・・・・・

表　　彰　　状

　南九州（短期）大学＊＊学部＊＊学科
　　　　　　　　　　　　　　殿

　　あなたは，本学学生としてよくその本文を尽
　くし，他の範となる功績を挙げました。よって，
　これを表彰します。

功　績
・・・・・・・・・・・・・・・・

平成＊＊年＊＊月＊＊日　　
南九州（短期）大学長　　

　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊

※　表彰状のコピー（縮小可）、新聞記事等を添付して下さい。
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 （目　的）
第１条　この規程は，学校法人南九州学園が設置する南九州大学（大学院を含む。以下「大学」という。）
　　　及び南九州短期大学（以下「短大」という。）に学ぶ学生（科目等履修生，研究生を除く）及び大学、
　　　短大に入学を希望する者（科目等履修生，研究生を除く）に対し，災害の罹災及びそれに準ずる
　　　事態等（以下「災害等」という。）を原因とする経済的困窮により，学納金の支払いが著しく困
　　　難であると認められる学生及び入学希望者の減免措置について必要な事項を定めることを目的と
　　　する。
 

（定　義）
第２条　この規程において言う災害とは，「災害対策基本法」に定める，暴風，豪雨，豪雷，洪水，高潮，
　　　地震，津波，噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害
　　　の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害を言う。
　　２　この規程において言うそれに準ずる事態とは，国又は県等が認めた非常事態における被害及び
　　　学園が特に認める被害を言う。

 （減免の資格）
第３条　学納金減免を受けることのできる学生は，大学及び短大に在学する者並びに入学を希望する者
　　　で，災害等に罹災したことが証明できる者とする。

 （減免金額）
第４条　減免の金額は，災害等の規模及びその被害状況に応じて以下のように決定する。
　　　(1)　在学生又は入学希望者の学費負担者の世帯が災害救助法適用地域にあり、居住する家屋が災
　　　　害等の被害により全壊もしくは半壊を受けた者　年間授業料全額
　　　(2)　在学生又は入学希望者の学費負担者の世帯が災害救助法の適用を受けない近隣の地域にあ
　　　　り、居住する家屋が災害等の被害により全壊もしくは半壊を受けた者　年間授業料全額
　　　(3)　罹災により学費負担者が死亡又は行方不明となられた者　年間授業料全額
　　　(4)　罹災により学費負担者が失職された者又は収入の減額等家計が急変された者　年間授業料半額
　　　(5)　入学希望者のうち前号 (1) ～ (4) に該当する者の，入学検定料及び入学金を免除する。
 

（出願手続）
第５条　減免を希望する学生及び入学希望者（以下「減免学生」という。）は，次の書類を提出して願
　　　い出なければならない。
　　　(1)　減免願書
　　　(2)　収入等に関する証明書類（世帯内の納税義務者全員分）
　　　(3)　罹災証明書若しくはそれに準ずる公的機関発行の証明書等
　　２　在学生は，それぞれのキャンパスの学生支援課に提出するものとする。
　　３　入学希望者は，出願時に出願書類と共に提出するものとする。

 （減免の決定）
第６条　減免する学生及び入学希望者の決定は，第７条の委員による減免学生選考委員会（以下「委員
　　　会」と言う。）の審議を経て，理事長が決定する。

 （委員会）
第７条　委員会の委員は以下とし，理事長を委員長とする。

学校法人南九州学園災害等罹災者学納金減免規程
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　　　(1)　理事長
　　　(2)　大学長又は短期大学長
　　　(3)　大学又は短大の学生部長
　　　(4)　事務局長
　　　(5)　学務部長
　　　(6)　財務部長
　　　(7)　その他理事長が必要と認める者
　　２　委員会の事務は学務部学生支援課とする。

 （審議事項）
第８条　委員会の審議事項は以下とする。
　　　(1)　学納金減免資格について
　　　(2)　減免額について
　　２　この規程の想定外の事態が発生した場合，その対応は委員会で審議する。

 （減免期間）
第９条　災害等の罹災後最大１年間の免除とする。

 （減免措置の停止）
第10条　減免学生が，次のいすれかに該当するときは，減免措置を停止する。
　　　(1)　休学又は退学したとき。
　　　(2)　成績不良又は素行不良のとき。
　　　(3)　本人から申し出のあるとき。　　
　　　(4)　申請に虚偽があるとき。

 （規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は，常務会において決定する。

　附　則　平成 22 年７月１日施行
　附　則　この規程の改正は平成２８年５月１６日とする。なお，施行は平成２８年４月１４日に発生
　　　　した熊本地震を鑑み，平成２８年４月１日からとする。
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 （目　的）
第１条　この規程は，南九州大学及び南九州短期大学（以下「学園」という）に在籍する学生に対して，
　　　学費支払者の家計状況等の急変により，経済的就学困難となる学生への経済的支援を目的として，
　　　授業料納入免除（以下「学費免除」という）の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
 

（用語の定義）
第２条　前条の学費支払者の家計状況急変等とは，以下のいずれかの内容を指す。
　　　(1)　学費支払者が何らかの理由で失業・破産又は倒産し，家計の悪化が著しい状態をいう。
　　　(2)　学費支払者が何らかの理由で長期療養又は死亡し，家計の悪化が著しい状態をいう。
　　　(3)　その他学費支払者が何らかの理由で，学費納入が困難な場合。
　　２　災害等の罹災による家計状況等の急変の場合は「学校法人南九州学園災害等罹災者学納金減免
　　　規程」による。

 （学費免除学生の定員）
第３条　学費免除対象となる定員は特に定めない。但し，各年度の申請数に応じて常務会にて上限を設
　　　定することができる。

 （学費免除学生の選考基準）
第４条　学費免除の選考基準は，次の各号全てに該当する学生とする。
　　　(1)　成績は問わず，出席状況及び単位取得状況が良好であること。
　　　(2)　学修意欲があり，進級・卒業が見込まれる状況であること。
　　　(3)　学費延納願が提出済であること。
　　　(4)　日本学生支援機構奨学金第１種及び第２種を併用し，どちらも上限額を貸与している者，ま
　　　　たは緊急・応急採用に申込み，不採用になった者に限る。

 （出願手続）
第５条　学費免除を希望する学生は，次の書類を提出して願い出なければならない。
　　　(1)　授業料免除願い（様式１）
　　　(2)　収入等に関する証明書類（世帯内の納税義務者全員分）
　　　(3)　その他，学園が必要とする書類

 （学費免除学生の選考及び認定）
第６条　学費免除候補者の選考は学科会議の議を経て，学長が決定する。
　　２　学費免除の認定は，前項の候補者のうちから第４条の基準に基づき，常務会の議を経て理事長
　　　が決定する。
　　３　常務会は，認定に際し学長の決定を尊重するものとする。但し認定が，学園運営に支障をきた
　　　すと判断する場合はこの限りでない。

 （学費免除の範囲）
第７条　学費免除の範囲は滞納中の委託徴収金を除く授業料とする。

 （免除期間終了後学費の納入）
第８条　免除期間終了後は，通常通り授業料を納入しなければならない。

学校法人南九州学園経済的就学困難な学生に対する授業料免除規程
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 （免除期間の特例）
第９条　家計等の経済的困難が継続する場合は，再度本規程第４条の選考基準を経て再認定できる。但
　　　し，免除期間は大学においては２年間，短期大学においては１年間を最長期間とする。

 （事務担当窓口の設置）
第10条　本規程に係る事務窓口は，学務部学生支援課と財務部経理課とする。

 （規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は常務会の議を経て理事長がこれを行う。

　　 附　則
 この規程は，平成 28 年７月１日から施行する。
  　　改　正　平成 29 年７月 29 日，平成 30 年４月１日
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 （目　的）
第 1 条　この規程は，南九州学園（以下「学園」という。）におけるキャンパス・ハラスメント（以下
　　　 「ハラスメント」という。）が，学園の教職員及び学生の人権や就業，修学，教育及び研究の権       
　　　 利等を侵害するものであるとの認識に立ち，その発生を防止及び排除するとともに，ハラスメン
　　　 トに起因する問題が生じた場合に適切に対応することにより，学園のすべての教職員及び学生に，
　　　 公正，安全で快適な環境の下に，就業，修学，教育及び研究の機会と権利を保障することを目的
　　　 とする。

（用語の定義）
第 2 条　前条のハラスメントとは，セクシュアル・ハラスメント，ジェンダー・ハラスメント，アカデ
　　　ミック・ハラスメント，妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントなどのハラスメントをいう。
　 　2　セクシュアル・ハラスメントとは，他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
　 　3　ジェンダー・ハラスメントとは，男女の役割分業意識に基づく不快な言動をいう。
　 　4　アカデミック・ハラスメントとは，職階上の嫌がらせ，研究妨害，昇任の差別などのほか，学
　　　生の人権を侵害するようないじめ，差別，体罰などの行為をいう。
　 　5　妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、妊娠・出産及び育児等に関する制度の利
　　　用に関する言動により就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性教職員
　　　の就業環境を害することをいう。
　 　6　ハラスメントの防止及び排除とは，ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに，ハラ
　　　スメントが現に行われている場合にその行為を制し，及びその状態を解消することをいう。
　 　7　ハラスメントに起因する問題とは，ハラスメントのため職務や学業の遂行に関連して一定の不
　　　利益・損害を被ること及び就業，修学，教育，研究，野外活動等の遂行を妨げるなどの環境を悪
　　　化させることをいう。
 （不利益取扱いの禁止）
第 3 条　学園の教職員及び学生は，ハラスメントに対する拒否，苦情の申出，当該苦情等に係る調査へ
　　　の協力その他ハラスメントに関し正当な対応をしたことのためにいかなる不利益も受けない。

（教職員及び学生に対する指針）
第 4 条　ハラスメントを起こさないために教職員及び学生が認識すべき事項について，別紙のとおり指
　　　針を定める。
　 　2　妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する詳細については「妊娠・出産・育児休
　　　業等に関するハラスメントに関する指針」に定める。
 （理事長等の責務）
第 5 条　理事長は，学園のハラスメントの防止及び対応に関する事務を総括する。
　 　2　学園の設置する大学，短期大学の学長及び事務局長は，教職員と学生及びそれぞれ相互間のハ
　　　ラスメントの防止及び排除に努めるとともに，それに関連する問題が生じた場合に迅速，適切に
　　　対処するものとする。
 （教職員及び学生の責務）
第 6 条　学園の教職員及び学生は，ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
　 　2　学園の教職員及び学生は，第１５条に定める相談員及び第１６条に定める調査会からハラスメ
　　　ントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。）に係る調査への協力の要請があっ
　　　たときは，それに応じなければならない。
　 　3　当事者及び関係者は，相談，事情聴取等に際しては真実を述べ，偽りの申出をしてはならない。
 （苦情相談の申出）
第 7 条　学園の教職員及び学生は，第１５条に定める相談員に対し，苦情相談を行うことができる。
 （ハラスメント防止対策委員会）
第 8 条  学園に，第１条に定める目的を達成するため，ハラスメント防止対策委員会（以下「委員会」　
　　　という。）を置く。
 

学校法人南九州学園キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程
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（委員会の任務）
第 9 条　委員会の任務は，次に掲げる事項とする。
 　　　(1)　ハラスメントの防止策に関すること。
 　　　(2)　ハラスメント又はハラスメントの起因する問題が発生した場合の対応策に関すること。
 （委員会の構成）
第 10 条　委員会は，次に掲げる者をもって構成する。
 　　　(1)　理事長
 　　　(2)　大学学長
 　　　(3)   短期大学学長
 　　　(4)　大学の学部長，大学院の研究科長及び短期大学の学科長
 　　　(5)   大学及び短期大学の学生部長
 　　　(6)　事務局長
 　　　(7)　総務部長
 　　　(8)   学務部長
 　　　(9)   都城事務部長
 　　　(10)   顧問弁護士又は顧問社会保険労務士
 　　 2　委員会は，必要に応じて前項に掲げる構成員以外の者を会議に出席させ，報告又は意見を聴く
　　　ことができる。
 　　 3　構成員がハラスメント又はハラスメントに起因する問題により，当事者並びに関係者となった
　　　場合，委員会から除斥する。なお，問題が終了した場合は，除斥を解除する。
 　　 4　前項により，構成員のうち３分の１以上除斥となった場合，除斥となった構成員に準ずる者を
　　　案件毎に構成員に加える事ができ、その加わった案件が終了した時，その任を解く。
 （委員長及び副委員長）
第 11 条　委員会に委員長及び副委員長２人を置く。
 　　 2　委員長は理事長をもって充て，副委員長は大学学長及び短期大学学長をもって充てる。
 　　 3　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
 　　 4　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を行う。
 （定足数）
第 12 条　委員会は，除斥者を除く委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。
 （議　決）
第 13 条　委員会の議事は，出席した委員の過半数（委任状を含む。）でこれを決し，可否同数のときは，
　　     議長の決するところによる。
 （研修及び啓発）
第 14 条　理事長は，学園の教職員及び学生に対し，ハラスメントの発生を防止するため，研修の実施
　　     及び啓発に努めるものとする。
 （相談体制）
第 15 条　理事長は，ハラスメントに関する相談に対応するため，学園の教職員の中から南九州学園ハ
　　     ラスメント相談員（以下「相談員」という。）を置く。
　　  2　前項の相談員に関し必要な事項は，別に定める。
 　　 3　第１０条第１項に定める構成員は相談員にはなれない。
 （調査体制）
第 16 条　理事長は，必要がある場合は，ハラスメントの事実関係を調査し，必要な措置を講じるため
　　     当該の事案ごとに南九州学園ハラスメント調査会（以下「調査会」という。）を置くものとする。
　　  2　前項の調査会に関し必要な事項は，別に定める。
　　  3　相談員は，ハラスメントの事実関係を調査する必要があると認めたときは，調査会の設置を理
　　    　 事長に文書で請求することができる。
　　  4　調査会は，ハラスメントの被害を受けたとする者（以下「被害者」という。），ハラスメントの
　　　行為者とみられる者（以下「行為者」という。）及びその他の関係者から迅速，公正な事情聴取
　　　を行い，調査結果を速やかに理事長に報告しなければならない。
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　　  5　前項の事情聴取においては，事情聴取対象者のプライバシーや名誉その他人権を尊重しなけれ
　　　ばならない。
 （措置等の決定）
第 17 条　理事長は，調査会からの調査結果の報告を受け，被害者の不利益の回復，環境の改善及び行
　　     為者に対する指導の措置等を，委員会の議を経て決定する。
 （措置等の実施）
第 18 条　理事長は，前条の決定（委員会の審議内容等を含む。）に基づき，必要な措置等を講じるもの
　　     とする。
 （告　知）
第 19 条　理事長は，前２条の結果について，被害者及び行為者に対し，告知するものとする。
 （守秘義務）
第 20 条　この規程に関わる委員，相談員及び関係者は，その職務上知り得た情報を他に漏らしてはな
　　　　らない。

（事務の所掌）
第 21 条　この規程に関する事務は，総務企画部総務課及び都城事務部庶務課が行う。

（改　廃）
第 22 条　この規程の改廃は，委員会の議を経て，常務会において行う。

　　 附　則
 この規程は，平成 16 年６月１日から施行する。
  　　改　正　平成 21 年９月 25 日，平成 29 年４月１日　　
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（別紙）
教職員及び学生が認識すべき事項についての指針

第１　ハラスメントを起こさないようにするために教職員及び学生が認識すべき事項
　１　意識の重要性
　　　ハラスメントを起こさないようにするためには，教職員及び学生の一人ひとりが，次の事項の重
　　　要性について十分認識しなければならない。
　　 (1)  お互いの人格を尊重しあうこと。
　 　(2)  お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。
　 　(3)  相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。
　 　(4)  異性を劣った性として見る意識をなくすこと。
　２　基本的な心構え
　　　教職員及び学生は，ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。
　 　(1)　性等に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり，ハラスメントに当たる
　　　　か否かについては，相手の判断が重要であること。
　　　　具体的には，次の点について注意する必要がある。
　　　①　親しさを表すつもりの言動であったとしても，本人の意図とは関係なく相手を不快にさせて
　　　　　しまう場合があること。
　　　②　不快に感じるか否かには個人差があること。
　　　③　この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
　　　④　相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
　 　(2)   相手が拒否し，又は嫌がっていることが分かった場合には，同じ言動を決して繰り返さないこ
　　　　 と。
　    (3)　ハラスメントであるか否かについて，相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
　　　 ハラスメントを受けた者が，職場等の人間関係を考え，拒否することができないなど，相手から
　　　 いつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。
   　 (4)　職場等におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
　　　 例えば，職場等の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場において，教職員及び学
　　　 生が他の教職員及び学生にハラスメントを行うことは，職場等の人間関係を損ない就業・修学環
　　　 境を害するおそれがあることから，勤務時間外等におけるハラスメントについても十分注意する
　　　 必要がある。
       (5)　教職員及び学生間のハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
　　　 教職員及び学生がその職務及び学業に従事する際に接することとなる教職員及び学生以外の者及 
　　 び委託契約又は派遣契約により同じ職場等で勤務等する者との関係にも注意しなければならない。
　３　ハラスメントになり得る言動として，例えば，次の行為等をいう。
　　○　他の者を不快にさせる性的な言動（セクシュアル・ハラスメント）
　 　(1)　スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
　 　(2)　相手が返答に窮するような卑猥な冗談を言うこと。
　 　(3)　体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」などと言うこと。
　 　(4)　性的な経験や性生活について質問すること。
　 　(5)　性的な風評を流したり，性的なからかいの対象とすること。
　 　(6)　研究室や職場等にポルノ写真，ヌードポスター等を貼ること。
　 　(7)　雑誌等の卑猥な絵画又は記事等をわざと見せたり，読んだりすること。
　 　(8)　研究室や職場等のパソコンのディスプレイに卑猥な画像を表示すること。
　 　(9)  相手の身体を上から下まで執拗に眺め回すこと。
　 　(10)　相手の体に不必要に接触すること。
　 　(11)  食事やデートにしつこく誘うこと。
　 　(12)  性的な内容の電話をかけたり，性的な内容の手紙，Ｅメールを送りつけること。
　 　(13)  不必要な個人指導を行うこと。
　 　(14)  浴室や更衣室等を覗き見すること。　 　
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　 　(15)  性的な関係を強要すること。
　 　(16)  職場や旅行等の宴席の際に浴衣に着替えることを強要すること。
　 　(17)  性的な魅力を誇示するような振る舞いを要求すること。
　 　(18)  出張への同行を強要したり，出張先で不必要に自室に呼ぶこと。
　 　(19)  自宅において個人指導を行うこと。
　 　(20)  自宅までの送迎を強要すること。
　 　(21)  住居等まで付け回すこと。
　 　(22)  カラオケのデュエットを強要すること。
　　 (23)  懇親会等の場で，指導教員，上司等のそばに座席を指定したり，お酌やチークダンス等を強
　　　　　要すること。
　　○  男女の役割分業意識に基づく不快な言動（ジェンダー・ハラスメント）
　 　(1)　「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」
　　　　 「女は学問などしなくてもよい」などと発言すること。
　 　(2)　成人に対して，「男の子，女の子」「僕，坊や，お嬢さん」「おじさん，おばさん」などと人格
　　　　 を認めないような呼び方をすること。
　 　(3)   服装，髪型，化粧，言葉遣いなど「男らしくない」「女らしくない」などと発言すること。
　 　(4)　女性であるというだけで，お茶くみ，掃除，私用などを言いつけること。
　 　(5)　女性であるというだけの理由で研究上の実績や仕事等を不当に低く評価すること。
　 　(6)　「男が先で，女は後」などと発言すること。
    ○　職階上等の嫌がらせ，研究妨害，昇任の差別などのほか，学生の人権を侵害するようないじめ，
　　  差別，体罰などの行為（アカデミック・ハラスメント）
　 　(1)　性別，年齢，出身，心身の障害及び傷病，容姿，性格等の個人的な属性を理由に，恣意的に就
　　　　 業・修学上の機会，条件，評価等で相手を差別したり，排除したりすること。
　 　(2)　教育上又は研究上の指導及び評価，又は利益，不利益の与奪等を条件として，相手に私的な又
　　　　 は一方的な働きかけを行うこと。
　 　(3)  人事権又は業務指揮権の行使，又は利益，不利益与奪等を条件として，相手に私的な又は一方
　　　　 的な働きかけを行うこと。
　 　(4)　個人的な好悪の感情を，相手に対する教育又は職務の遂行に混交させること。
　 　(5)　指導に従わない相手に暴言を吐いたり，意図的に無視したり，暴力的な行為に及ぶなど，相手
　　　　 の人格又は身体を傷つける行為を行うこと。
　 　(6)　相手の意に反する行為に執拗に誘ったり，一定の行為を繰り返し強要したりすること。
　 　(7)　相手が不快感を示しているにも係わらず，その場からの離脱を妨害すること。
　 　(8)　相手を困らせるために，意図的に事実無根の噂を流すこと。
    ○　職務や学業の遂行に関連して一定の不利益・損害を被る行為
　 　(1)　個人的な性的欲求への服従又は拒否を，人事又は労働条件の決定，並びに業務指揮等に反映さ
　　　　 せること。
　 　(2)　個人的な性的欲求への服従又は拒否を，教育上又は研究上の指導及び評価，並びに学業成績等
　　　　 に反映させること。
    ○　就業，修学，教育，研究，野外活動等の遂行を妨げるなどの環境を悪化させる行為
　 　(1)　職務や学業の最中に，相手の性的魅力や自分の抱く性的関心に係わる問題を持ち出したり行動
　　　　 するなど，正常な職務や学業の遂行を妨害すること。
　４　懲戒処分
　　　前記３のハラスメントの態様等によっては，学園の信用失墜行為などに該当して，懲戒処分に付
　　　されることがある。その場合，南九州学園の教職員については，学校法人南九州学園就業規則第
　　　５２条，学校法人南九州学園臨時職員就業規則第３２条，学校法人南九州学園パートタイム職員
　　　就業規則第３４条，学生については南九州大学学則第４１条，南九州大学大学院学則第３３条，
　　　南九州短期大学学則第４４条をそれぞれ適用する，
　　　また，その際は，次の要素を総合的に判断し，処分を決定する。
　 　（1） 行為の具体的態様（時間・場所・内容・程度）



－182－

　 　(2)  当事者同士の関係
　 　(3)  被害者の対応（告訴等）・心情等
第２　良好な就業・修学環境を確保するために教職員及び学生が認識すべき事項
　　　就業・修学環境はその構成員である教職員及び学生の協力の下に形成される部分が大きいことか
　　　ら，ハラスメントにより就業・修学環境が害されることを防ぐため，教職員及び学生は，次の事
　　　項について，積極的に意を用いるように努めなければならない。
　１　ハラスメントについて問題提起する職員等をいわゆるトラブルメーカーと見たり，ハラスメント
　　　に関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。
　　　ミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については，問題提起を契機
　　　として，良好な就業・修学環境の確保のために皆で取り組むことを日ごろから心がけることが必
　　　要である。
　２　ハラスメントに関する問題の行為者や被害者を出さないようにするために，周囲に対する気配り
　　　をし，必要な行動をとること。
　　　具体的には，次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。
　 　(1)  ハラスメントが見受けられる場合は，同僚等として注意を促すこと。
　　　　ハラスメントを契機として，就業・修学環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに，機会を
　　　　とらえて同僚等として注意を促すなどの対応をとることが必要である。
　 　(2)  被害を受けていることを見聞きした場合には，声をかけて相談に乗ること。
　　　　被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などとの考えか
　　　　ら，他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように，気が付いたこと
　　　　があれば，声をかけて気軽に相談に乗ることも大切である。
　３　ハラスメントがある場合には，第三者として気持ちよく就業・修学できる環境づくりをする上で，
　　　上司・指導教員等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
第３　ハラスメントに起因する問題が生じた場合において教職員及び学生に望まれる事項
　１　基本的な心構え
　　　教職員及び学生は，ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために，次の事項につ
　　　いて認識しておくことが望まれる。
　 　(1)  一人で我慢しているだけでは，問題は解決しないこと。
　　　　ハラスメントを無視したり，受け流したりしているだけでは，必ずしも状況は改善されないと
　　　　いうことをまず認識することが大切である。
　 　(2)  ハラスメントに対する行動をためらわないこと。
　　　　「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」，「恥ずかしい」などと考えがちだが，
　　　　被害を深刻なものにしない，他に被害者をつくらない，さらにはハラスメントをなくすことは
　　　　自分だけの問題ではなく良い就業・修学環境の形成に重要であるとの考えに立って，勇気を出
　　　　して行動することが求められる。
　２　ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応
　　　教職員及び学生はハラスメントを受けた場合，次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
　 　(1)  嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
　　　　ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること。すなわち，はっきりと自分の意思を相手
　　　　に伝えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には，手紙等の手段をとるという方法
　　　　もある。
　 　(2)  信頼できる人に相談すること。
　　　　まず，同僚，知人等身近な信頼できる人，学園のハラスメント相談員に相談することが大切で
　　　　ある。なお，相談するに当たっては，ハラスメントが発生した日時，内容等について記録して
　　　　おくことが望ましい。



－183－

 （目　的）
第 1 条　条本指針は、キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程第４条第２項及び男女雇用機会
　　　均等法、育児 ･ 介護休業法に基づき、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメン
　　　トを防止するために教職員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動に起
　　　因する問題に関する雇用管理上の措置等の詳細を定めるものである。

（妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義）
第 2 条　妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が妊娠・出産
　　　及び育児等に関する制度の利用に関する言動により教職員の就業環境を害すること並びに妊娠・
　　　出産等に関する言動により就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点か
　　　ら、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業
　　　等に関するハラスメントには該当しない。
　 　2　前項の「業務上の必要性に基づく言動」とは次のとおりとする。
　　　(1)　業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること。
　　　(2)　業務状況を考えて、上司が「次の妊婦検診はこの日は避けてほしいが調整できるか」と確認
　　　　すること。
　　　(3)　長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業
　　　　務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する。
　　　(4)　上司・同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務にかわってはどうか」
　　　　と配慮する。
　　　(5)　上司・同僚が「つわりで体調が悪そうだが、少し休んだ方が良いのではないか」と配慮する。
　　　(6)　その他これに準ずる業務上の必要性に基づく言動
 （禁止行為）
第 3 条　すべての教職員は、他の教職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健
　　　全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次に掲げる行為をし
　　　てはならない。
　　　(1)　部下の妊娠・出産、育児 ･ 介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取
　　　　扱いを示唆する言動
　　　(2)　部下又は同僚の妊娠・出産、育児 ･ 介護に関する制度の利用を阻害する言動
　　　(3)　部下又は同僚が妊娠・出産、育児 ･ 介護に関する制度を利用したことによる嫌がらせ等
　　　(4)　部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱を示唆する言動
　　　(5)　部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
　　　(6)　部下である従業員が妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを受けている事実を認め
　　　　ながら、れを黙認する上司の行為
　　　(7)　前各号に準ずる言動により就業環境を害すること

（懲　戒）
第 4 条　就業規則第５４条から第５６条に定める懲戒事由に該当する場合には，懲戒処分に付されるこ
　　　とがある。
 （相談及び苦情への対応）
第 5 条　妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談、調査体制を
　　　整備する。
　 　2　相談、調査に関する詳細は、「ハラスメント調査会に関する規程」及び「ハラスメント相談員
　　　に関する規程」の定めるところによる。
　 　3　相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに相談をした
　　　こと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する指針
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 （再発防止の義務）
第 6 条　ハラスメント防止対策委員会は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント事案が生じた
　　　時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を
　　　講じなければならない。

      附　則
  この規程は，平成 29 年４月１日から施行する。
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 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，南九州学園キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程第１５条第２項の
　　　　規定に基づき，南九州学園ハラスメント相談員（以下「相談員」という。）に関し，必要な事
　　　　項を定めるものとする。
 （相談員の選任等）
第 ２ 条　相談員の数は，６人程度とし，教職員の中から，ハラスメント防止対策委員会（以下「委員会」
　　　　という。）の議を経て，理事長が委嘱する。なお，原則として，相談員の半数を女性とする。
　　　２　相談員の任期は２年とし，再任を妨げない。
　　　３　相談員に欠員が生じた場合は速やかにこれを補充するものとし，その場合の任期は，前任者
　　　　　の残任期間とする。
　　　４　相談員の氏名及び連絡先は，毎年度の初めに掲示又はその他の方法により公開する。
　　　５　その他，相談員に必要なことは委員会においてこれを定める。
 （任　務）
第 ３ 条　相談員の任務は，次に掲げる事項とし，ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦
　　　　情相談」という。）に係る問題を迅速に解決するよう努めなければならない。
　　 (1)　教職員及び学生からの苦情相談に応じること。
     (2)　相談者の了解を得たうえ，ハラスメントの事実関係を調査する必要があると認めたときは，ハ
　　　　ラスメント調査会の設置を速やかに理事長に文書にて請求しなければならない。
      (3)　相談員は，原則として，ハラスメントの行為者とみられる者と，調査及び調整等を目的として
　　　　 直接接触してはならない。
　　  ２　相談員は，相談及び面談に当たって，相談，事実確認及び対応の内容について記録を残して
　　　　　おかなければならない。
　　  ３　相談員は，任期が終了した場合は，速やかに前項に規定する記録を焼却等により処分しなけ
　　　　　ればならない。
　　　４  理事長は，相談員の資質向上及び情報連絡のために，適宜相談員を招集して連絡会議を開催
　　　　　するものとする。

（人権及びプライバシーの保護）
第 ４ 条　相談員は，関係者の人権及びプライバシーを保護するため，苦情相談の過程で知り得た個人
　　　　情報を，正当な理由なく漏らしてはいけない。
 （事　務）
第 ５ 条  苦情相談体制に関する事務は，総務部が行う。　　

　　　附　則　　
　この規程は，平成 16 年６月１日から施行する。

学校法人南九州学園ハラスメント相談員に関する規程
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 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，南九州学園キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程第１６条第２項の
　　　　規定に基づき，南九州学園ハラスメント調査会（以下「調査会」という。）に関し，必要な事
　　　　項を定めるものとする。　　
 （組　織）
第 ２ 条　調査会は，調査対象となる事案ごとに，次に掲げる調査員若干名をもって組織する。
       　 (1)　大学学長又は短期大学学長
       　 (2)　大学の学部長，大学院の研究科長又は短期大学の学科長
       　 (3)　大学又は短期大学の教員のうちから理事長が指名する者
       　 (4)　総務企画部長，学務部長及び都城事務部長のうち，理事長が指名する者
       　 (5)　理事長が必要と認めた者
　　  ２　調査会に会長を置き，学長をもって充てる。
        ３　会長は，調査会を主宰する。
　　  ４　調査会は必要があると認める場合は，学外の法律，精神医学等の専門家の意見を聴取するこ
　　　　 とができる。
        ５　調査会は，その任務を終了したと理事長が認めたとき，解散する。
 （任　務）
第 ３ 条　調査会の任務は，次に掲げる事項とする。
       　 (1)　ハラスメントの被害を受けたとする者（以下「被害者」という。），ハラスメントの行為者（以
　　　　 下「行為者」という。）及びその他の関係者から事情を聴取し，ハラスメントの事実関係を迅
　　　　　速，公正に調査する。
       　 (2)　調査の過程で，被害者及びその関係者に対し，緊急に保護救済が必要と認められる場合，会
　　　　　長は速やかに理事長に報告する。
       　 (3)　会長は，調査結果を速やかに理事長に文書で報告しなければならない。
 （人権及びプライバシーの保護）
第 ４ 条　調査会は，関係者の人権及びプライバシーを保護するため，調査の過程等で知り得た個人情
　　　　報を，正当な理由なく漏らしてはならない。
 （事　務）
第 ５ 条　調査会に関する事務は，総務企画部総務課及び都城事務部庶務課が行う。

      附　則
  この規程は，平成 16 年６月１日から施行する。
　　改　正　  平成 29 年４月１日

学校法人南九州学園ハラスメント調査会に関する規程
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第１条　本学に学生寮をおき、南九州学園学生寮（コスモス寮）と称する。
第２条　理事長は寮の運営管理の適正、円滑を図るため運営委員会をおく。委員は理事長が任命する。
　　２　運営委員会は次の事項を審議し、その運営に当たる。
　　　(1)　経費及び会計に関する事項
　　　(2)　寮規程に関する事項
　　　(3)　管理その他協議を必要とする事項
第３条　寮生の生活指導の責任は理事長がとり、寮監及び南九州大学，南九州短期大学の学生部が直接
　　　の指導に当たる。
第４条　寮に管理人をおく。
第５条　入寮者は原則として本学学生とする。ただし、理事長の許可を得た者は、入寮を認める場合が
　　　ある。
第６条　入寮を希望する者は入寮申込書に所定の事項を記入し、保証人を立て、学生支援課を通じて理
　　　事長に願い出、その許可を得なければならない。
　　２　入寮の始期は年度初めとし、入寮期間は４月より翌年の３月までの１年間とする。
　　３　前項の規定に関わらず、年度途中からの入寮を希望するものは、その理由を具し理事長の特認
　　　を願い出なければならない。
第７条　退寮の時期は３月末とし、途中退寮は認めない。但し、特別の理由により途中退寮を希望する
　　　者には、理事長はその退寮を許可することがある。
第８条　理事長は次の各号に該当する者に退寮を命ずる。
　　　(1)　長期欠席または休学その他の理由により、一定期間以上登校しない者
　　　(2)　寮の共同生活に耐えられない者
　　　(3)　正当な理由なしに寮費を１ヶ月以上滞納した者
　　　(4)　寮の管理運営に支障をきたす行為のあった者
第９条　寮生は寮の納入金（寮費）を所定の期日までに納入しなければならない。
　　２　寮費とは、舎費及び共益費をいう。
　　３　寮費および納入方法は別表による。
　　４　個室内の電気代は、寮生が各自の使用量に応じて負担する。
　　５　年度の途中で退寮した場合、納入した寮費等は返還しない。
第10条　寮生は学業生活及び日常生活に不必要な器具その他を寮内に持ち込んではならない。
　　２　寮室に持ち込めるものは次のとおりとする。
　　　　寝具（備え付けのベッド有）、衣類、電器製品（電気ストーブ及び電気コンロは不可）テレビ、
　　　冷蔵庫、電気カーペット、電気毛布、洗面具、軽便な収納具、食器類等生活に必要なもの。
　　３　次の品物は寮室に持ち込むことを禁止する。
　　　(1)　ペット動物
　　　(2)　危険物そのほか他に迷惑や危害を加えるおそれのあるもの
　　　(3)　火気使用器具
第11条　許可なく寮の器物を移動させたり、個人の用に供してはならない。
　　２　寮の器物を破損させたり、破損を発見した者は直ちに管理人に届けなければならない。
　　３　寮の器物の破損、滅失につき本人にその責がある場合には、弁償を命じるものとする。
第12条　この規程を実施するために別に寮則を定める。

学校法人南九州学園学生寮規程
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　　 附　則
 この規程は，昭和 51 年４月１日から施行する。
  　　　　　　昭和 62 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 10 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 14 年９月１日一部改正
  　　　　　　平成 15 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 17 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 20 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 24 年４月１日一部改正
  　　　　　　平成 28 年７月１日一部改正
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災害はいつ起こるか予想がつきません。いざという時に自分の身を守れるよう，どのように
行動すべきか普段から考え備えておくこと大切です。通学途中の危険箇所・避難経路を確認し，
利用する建物の非常口，階段，出入口，消火器の設置場所なども覚えておくようにしましょう。

Ⅰ　災害等不測の事態が発生した場合

　①　学内で火災が発生したら！
　　■　火災発生のアナウンスがあった場合は，教職員の指示に従い，速やかに避難してください。エ
　　　レベーターは使用しないでください。
　　■　学内で火災を発見した場合は，周囲の人に大声で知らせると同時に，消火器などを利用してで
　　　きるだけ早く初期消火に努めてください。消火不可能と判断した場合は速やかに避難してくださ
　　　い。
　　■　煙が発生している場合は，タオルやハンカチ等で口を覆い避難してください。

　②　学内で地震にあったら！
　　■　落下物や窓ガラスの飛散から身を守るため，机の下などに身を隠してください。
　　　大きな揺れがおさまったら，ドアを開け出口を確認してください。
　　■　実験や実習等で火気を使用している場合は，すぐに火を消してください。
　　■　避難する際は教職員の指示に従いあわてず避難してください。エレベーターは使用しないでく   
　　　ださい。
　　■　貴重品など荷物を最小限にまとめ，最も近い避難場所に避難してください。
　　■　エレベーター内で揺れを感じたら，全ての行き先階ボタンを押し，最初に停止した階で降りて
　　　下さい。

　③　通学途中に地震にあったら！
　　■　各自の判断で帰宅するか，大学に向かうようにしてください。
　　■　駅員や警察官の指示に従って行動してください。
　　■　大学の近くにいる場合は，校内の指定避難場所へ避難してください。

　④　車の運転中に地震にあったら！
　　■　道路の左側に車を駐車し，揺れがおさまるまで車内で待機してください。
　　■　車を置いて避難する場合は，緊急車両の邪魔にならないようにできるだけ道路外に移動させ，
　　　エンジンを止めてサイドブレーキをかけ，キーをつけたままにしておきます。( キーレスの場合
　　　は車内の目立つ場所に置いてください )
　　■　連絡先がわかるよう，車内メモ等を残しておきましょう。

　⑤　通学・帰宅中に事件・事故にあったら！
　　■　駅の放送などをよく聞き，デマや無責任な言動に惑わされないように気をつけてください。
　　■　被害者でなく，これ以上被害が拡大することがないようであれば，周囲の人と協力して救助活
　　　動を行ってください。本学の学生または教職員が巻き込まれている可能性がある場合は，学園に
　　　連絡してください。

　⑥　エレベーターに閉じ込められたら！
　　■　無理に脱出しようとすると危険です。室内にあるインターフォンで状況を正確に通報し，救助

南九州学園防災対応マニュアル
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　　　を待ってください。
　　■　何らかの原因でインターフォンが通じない場合は，室内に提示してあるサービスセンターへ連
　　　絡してください。
　　■　学内のエレベーターには「防災キャビネット」が設置してあります。救助されるまでの間，必
　　　要に応じ備蓄セット ( 充電機能付きラジオ・飲料水・非常食・簡易トイレ・エマージェンシーブ
　　　ランケット・ホイッスル・セーフティライト・救急用品 ) を使用してください。

　⑦　学内で，不審者に遭遇したら！
　　■　学内に不審者がいることを，教職員または警備員に連絡してください。
　　■　身の危険を感じたら，大声を出して周囲の人に助けを求めてください。状況によってはすぐに
　　　警察署 ( １１０番 ) へ通報してください。

Ⅱ　防災への心構え

常日頃より，防災を心掛け，身の回りの安全を確保しましょう。
　　■　喫煙は，指定の喫煙場所で行い，火の始末を確実に行うようにしましょう。
　　■　現金や貴重品など大切なものは，常に身につけておくように心掛けましょう。
　　■  部室等の整理整頓を心掛け，緊急の際には安全に避難できるようにしましょう。

注意 )　非常時に，学生の安否を確認するため，教職員または警備員が無断で部室等に入室することが
あります。あらかじめご了承ください。入室する場合は，下記の要件を厳守します。
・学生部または，学生支援課職員が入室します。
・あくまで安否確認のための入室であり，安全が確認され次第，速やかに退室します。
・入室した場合は，後日責任者へ報告します。

Ⅲ　災害発生時における授業（試験）の取扱い

災害などにより授業（試験）の実施がきわめて困難な場合，以下のような措置がとられます。授業（試験）
を実施するかどうかの決定に関しては，速やかに学生向け掲示情報サービス（Universal Passport），学
内放送，学内掲示などにて情報提供を行います。

　①　大地震が発生した場合
　　　宮崎県全域において大地震が発生し，大多数の学生の通学及び教職員の通勤がきわめて困難な場
　　合，もしくは建物損壊などの状況によっては，授業（試験）を実施しないことがあります。休講や
　　その他の措置については，上記にて情報提供を行います。

　②台風，大雨，洪水等が発生した場合
　　(1) 　午前６時に，宮崎県全域に暴風警報または特別警報 ( 大雨、または暴風 ) が発令されている場
　　　合は，公共交通機関の運行にかかわらず，その日の授業は休講とします。ただし，午前
　　　１０時までに解除されたときは，第３講時から平常授業を行います。
　　(2) 　前号 (1) の警報が宮崎県の一部地域のみ発令されている場合は，下記を除き平常授業とします。
　　　ア ) 宮崎キャンパス　　宮崎市内に発令されている場合
　　　イ ) 都城キャンパス　　都城市内に発令されている場合

　　(3) 　授業開始以降に宮崎県全域に暴風警報または特別警報 ( 大雨または暴風 ) が発令された場合は，
　　　速やかに授業を中止し休講とします。帰宅不可能となった場合は，教職員の指示に従ってくださ
　　　い。
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　③公共交通機関の運行停止等の場合
　　(1) 　事故・ストライキ等で宮崎県内の公共交通機関が運行停止しており，この運行停止が午前６時
　　　までに開通したとき，または解除されたときは，平常授業を行います。
　　(2) 午前１０時までに開通したとき，または解除されたときは，第３講時から平常授業を行います。

Ⅳ　大学への緊急連絡先

Ⅴ　災害用伝言ダイヤル「１７１」の利用方法

携帯電話会社は，被災地への安否確認電話が集中した際，「災害用伝言ダイヤル」サービスを開設します。
このサービスは，被災地内の電話番号をメールボックスとして，安否等の情報を音声により伝達するボ
イスメールです。被災地への電話が殺到し，電話がつながらない場合の有効な手段となります。「１７１」
をダイヤルし，利用ガイダンスにしたがって伝言の録音・再生を行ってください。

Ⅵ　学内指定避難場所

放送をよく聞いて，あわてず，ゆっくりと下図の避難経路に沿って避難してください。
火災の場合は，発生場所や規模，状況によって対応が異なりますので，アナウンスの
指示に従ってください。

宮崎キャンパス
代　　　表 0985-83-2111
学生支援課 0985-83-3447

都城キャンパス
代　　　表 0986-21-2111
学生支援課 0986-46-1049

伝言の録音方法 伝言の再生方法

11 17 → 21 17 →

被災地の方の電話番号（××××）－××－××××

→ →

録音（３０秒以内）　　　　　　　　   　再生

→ →
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パーゴラ

※宮崎キャンパスの指定避難場所は3ヶ所あります。

宮崎キャンパス指定避難場所，避難経路

避難
場所
①

避難場所②

アリーナ

2

教職員
用駐車場
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※都城キャンパスの指定避難場所は3ヶ所あります。

都城キャンパス指定避難場所，避難経路

避難場所①

第2駐車場

ヒーリングガーデン

避難場所②



－194－

避難場所③

都城キャンパス付属フィールドセンター指定避難場所，避難経路

第1駐車場



そ　　の　　他
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 第１章《総則》
第１条　本会は南九州大学都城キャンパス学友会と称す。
第２条　本会は本学都城キャンパスに学籍を有する者により構成される。
第３条　本会は会員相互の理解と結束を図り，次の目的達成の為に努力する。
　　１．民主的教育の擁護と大学の自治学問の自由を守る。
　　２．学生の勉学条件改善と学生の生活と権利を守る。
　　３．学問・研究・スポーツ・文化を守り育てる。
第４条　本会会員は学友会規約に従う。但し，本規約の解釈権は執行委員会がこれを有する。
第５条　本会会員は学友会費を毎年納めなければならない。

第２章《組織》
第６条　本会には次の機関を置く。
　　１．執行委員会　　２．選挙管理委員会　　３．会計監査委員会　　４．交通安全委員会
　　５．各実行委員会　　６．みどりの会　　７．大学祭実行委員会　　８．体育会
　　９．文化サークル連合会

　　『組織図』

　　　　（執行部とは，執行委員会に付属機関である会計監査委員会と交通安全委員会を合わせた
　　　　機関のことを指す。）

第７条　本会には次の決議の場を設ける。
　　１．総会　　２．代表者会議

第３章《執行委員会》
第８条　執行委員会は本会を代表し総会及び代表者会議の決議事項を履行しなければならない。
第９条　執行委員会は学友会員より選出された次の執行委員会委員で構成される。
　　　　　　委員長　１名　　　副委員長１名又は 2 名　　　書記長　１名
　　　　　　書記次長１名　　　総務　　１名　　　執行委員不定
第10条　　執行部の会計は書記長がこれを管理する。
　　　　　但し，一般事務は委員長が指名した執行委員会委員が行う。
第11条　執行部の運営費は運営に支障がでない額を最低限度として，学友会費をもってこれに充てる。

南九州大学都城キャンパス学友会会則
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第12条　本会会員の大学に対する要望，連絡は原則として執行委員会を通さなければならない。又，本
　　　会会員に対する大学の要望も執行委員会を通さなければならない。
第13条　執行委員会の解散請求，執行委員会委員のリコールは本会会員の過半数以上の要求をもって行
　　　われる。
第14条　委員長がリコールされた時，委員長は執行委員会を解散させることができる。
第15条　何らかの理由で執行委員会が解散して，15 日以内に新執行委員会を選出されなかった場合，　
　　　選出されるまでの間，前執行委員会が事務を引き続き行う。
第16条　リコールされた委員長が執行委員会を解散しなかった場合，委員長以外の執行委員会委員がリ
　　　コールされた場合，リコールされた役職のみ選挙が行われ本会会員から選出される。
第17条　執行委員会委員に欠員がある場合には，選挙を選挙管理委員会に要請することができる。
第18条　執行委員会の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
　　　　但し，執行委員会委員の選出については選挙管理委員会細則による。
第19条　執行委員会委員は次の場合に辞職を認める。
　　１．総会に於いて辞職が認められた場合。
　　２．本学の学籍を失った場合。
　　３．職務に支障をきたす場合。
第20条　執行委員会委員は留年した場合，全ての職務又委員になることができない。

第４章《選挙管理委員会》
第21条　選挙管理委員の選出，引き継ぎは前任の委員が責任をもって行う。
第22条　選挙管理委員の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第23条　選挙管理委員会は選挙細則に則り公正な選挙を行う。
第24条　選挙管理委員会には執行委員会委員，交通安全委員会委員，会計監査委員会委員，及びそれら
　　　に立候補する本会会員はなれない。
第25条　選挙管理委員は選挙権を有しない。

第５章《会計監査委員会》
第26条　会計監査委員会は学友会を構成する各機関の会計が不正なく管理されているかを監査し，全会
　　　員に報告することを事務とする。
第27条　会計監査委員会はいかなる場合においても，会計監査細則に則り中立的かつ公正な立場をとら
　　　なければならない。
第28条　会計監査委員は，兼部しているサークルの書類の受理又作成に携わることができない。
第29条　会計監査委員の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第30条　会計監査委員会は学友会費を使用する全ての機関・団体ごとに選出された会計監査委員及び，
　　　機関の役員をしていない本会会員により選出された次の会計監査委員によって組織される。
　　　委員長　１名　　　副委員長　１名又は 2 名　　　会計監査委員不定
　　　　但し，各機関各サークルの会計が，会計監査委員を兼任することができない。
第31条　会計監査委員会委員は留年した場合，全ての職務又委員になることができない。

第６章《交通安全委員会》
第32条　交通安全委員会は南九州大学全学生に交通法規を遵守させることにより，学生の交通マナー向
　　　上を図ることを目的とする。

南九州大学都城キャンパス学友会会則
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第33条　交通安全委員の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第34条　交通安全委員会は学友会に所属する機関以外の団体ごとに選出された交通安全委員及び機関の
　　　役員をしていない本会会員により選出された次の交通安全委員によって構成される。
　　　　　　委員長　1 名　　　副委員長　１名又は 2 名　　　総務　2 名　　　交通安全委員不定
　　　　但し，各サークルの交安が交通安全委員を兼任することができない。
第35条　交通安全委員会委員は留年した場合，全ての職務又委員になることができない。

第７章《実行委員会》
第36条　各実行委員会は各所属委員会の元で職務を遂行する。
第37条　各実行委員会の結成は代表者会議がこれを決定する。
第38条　各実行委員会は次の場合に解散する。
　　１．各々の課題が解決した場合に於いて代表者会議の審議により解散する。
　　２．総会に於いて解散が認められた場合。
第39条　各実行委員会は学友会予備費を申請する権利をもち，これを活動予算とする。
第40条　各実行委員会は課題が多年度にわたる場合，予算折衝に参加する権利をもつ。

第８章《大学祭実行委員会》
第41条　大学祭実行委員会は本学における各サークルの日常活動を発表すると共に学生，教授，職員，
　　　一般とも交流を深め，文化意識の向上を図ることを目的とする。
第42条　大学祭実行委員の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第43条　大学祭実行委員会は学友会に所属する機関以外の団体ごとに選出された大学祭実行委員及び学
　　　友会機関の役員をしていない本会会員により次の大学祭実行委員によって構成される。
　　　　　　委員長　　1 名　　　副委員長　1 名　　　会計局長　1 名　　　交渉局長　1 名
　　　　　　企画局長　1 名　　　大学祭実行委員不定
　　　　但し，学友会執行部の役員が大学祭実行委員を兼任することができない。
第44条　大学祭実行委員会の経費は学友会費，寄付金，雑収入等をもってこれに充てる。
第45条　大学祭実行委員会の運営，これは大学祭実行委員会規約に従う。

第９章《体育会》
第46条　体育会は本学部都城キャンパスの運動部に所属する本会会員の活動を円滑に推進するため諸事
　　　務を統括する。
第47条　体育会の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第48条　体育会は学友会に所属する運動部から選出された次の体育会役員によって構成される。
　　　　　　会長　1 名　　　副会長　　1 名　　　渉外長　1 名　　　統制長　1 名
　　　　　　渉内　1 名　　　渉外　　　1 名　　　書記　　1 名　　　会計　　1 名
　　　　　　企画　1 名　　　会計補佐　1 名　　　総務　　5 名
第49条　体育会の運営，これは体育会則に従う。

第 10 章《文化サークル連合会》
第50条　文化サークル連合会は本学の文化系サークルに所属する本会会員の活動を円滑に推進するため
　　　の諸事務を統括する。
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第51条　文化サークル連合会の任期は１年間とし，4 月１日より翌年 3 月 31 日までとする。
第52条　文化サークル連合会は学友会に所属する文化部から選出された次の文化サークル連合会役員に
　　　よって構成される。
　　　　　　会長　1 名　　　副会長　1 名　　　会計　1 名　　　会計補佐　1 名
　　　　　　書記　1 名　　　広報　　1 名　　　総務　1 名　　　特別常任委員不定
第53条　文化サークル連合会の運営，これは文化サークル連合会規約に従う。

第 11 章《みどりの会》
第54条　みどりの会は剪定・刈り込みをボランティア活動の一貫として学内・学外で作業を行う。
第55条　みどりの会の任期は 1 年間とし，4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
第56条　みどりの会は会員より選出された次のみどりの会役員によって構成される。
　　　　　　会長　1 名　　　副会長　1 名　　　会計　1 名　　　会計補佐　1 名　　　会員不定
第57条　みどりの会の運営，これはみどりの会規約に従う。

第 12 章《総会》
第58条　総会は本会の最高決議の場である。
第59条　総会には定期総会と臨時総会，緊急総会がある。
第60条　前期定期総会に於いて次の事項の審議，決定，発表を行う。
　　１．学友会の運営方針の発表。
　　２．年度計画の発表。
　　３．年度予算編成審議の実施。
　　４．その他必要とみなされる議題の審議決定。
第61条　後期定期総会に於いて次の事項の審議，決定，発表を行う。
　　１．学友会決算報告。
　　２．活動反省。
　　３．その他必要とみなされる議題の審議決定。
第62条　臨時総会は総会で審議決定が必要と見なされる問題が生じた場合のみ開かれる。
第63条　緊急総会は総会で緊急に審議が必要と見なされる問題が生じた場合のみ開かれる。
第64条　総会の告示については定期総会，臨時総会は開会の５日前まで，緊急総会２日前までに行う。
第65条　総会は出席者及び委任状も含めて，会員総数の５分の１をもって成立し，欠席者はその総会の
　　　決定について委任したものと見なす。
　　　　但し，委任状は総会成立のみに適用され議決効果はもたない。
第66条　総会に於いて出席者及び委任状を含めて，会員総数の５分の１に満たない場合は学生集会と称
　　　し，決定権はもたない。
第67条　総会の議事は採決時の出席者の過半数でこれを決定し，可否同数の場合，議長の決する所とす
　　　る。
第68条　総会は下記のいずれかの要求があった場合に開かれる。
　　　　　　　　１．執行部　　２．代表者会議　　３．全学生の 10 分の１以上
第69条　総会における議長団として本会会員より次の者が議会に於いて選出される。
　　　　　　　　議長　１名　　副会長　１名　　書記　２名
第70条　総会における決定事項は全学友会員がこれに従わなければならない。
第71条　本会会員以外と成績不振の留年生の発言，傍聴は原則として認めない。
　　　　また，本会が必要と認める者の発言，傍聴は認める。
　　　　但し，本会に発言，傍聴を強引に認めさせた場合，学友会及びサークルから追放とする。
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第 13 章《代表者会議》
第72条　本会議は執行委員会，会計監査委員会，交通安全委員会，大学祭実行委員会，体育会，文化サー
　　　クル連合会，みどりの会，その他必要と見なされる委員会によって構成される。
第73条　本会議は各機関１名以上の出席によって成立する。
第74条　本会議は総会に次ぐ決議の場である。
第75条　本会議は本会の目的達成の為，各機関及び執行委員会の提出した議案を審議決定し，総会に於
　　　いて承認を必要としない場合は構成機関に執行させる。
第76条　本会議は次の議案を審議する。
第77条　（処罰）
　　　　本会議は本会会員としての本文に著しく反する行為，または事件，事故等を起こした個人，団
　　　体等の処罰を審議，執行することができる。

第 14 章《ストライキ権》
第78条　学生生活に障害が起こった場合，学生の権利義務を全うする為にストライキを学生の正当な武
　　　器として立ち上がることができる。
第79条　ストライキ権は全学生の投票により過半数の同意によって確立できる。
第80条　ストライキ決行は総会により議決される。
第81条　ストライキ解除は代表者会議により執行される。

第 15 章《連携》
第82条　本会は同学宮崎キャンパス学友会，都城キャンパス生協学生委員会（全国学生生協連合会）と
　　　互いに協力，連帯し本学の学生活動の活性化と発展に努める。
　　　　連携期間は 1 年間とし，毎年代表者会議で各機関の代表者の承認のもと更新する。

第 16 章《付則》
第83条　本規約の改正は総会に於いて出席者の３分の２以上の同意がなければならない。
第84条　本規約の実施に必要な細則の制定，廃止，改正は代表者会議がこれを行う。
第85条　本規約は総会に於ける採決と同名の効力を発する。
第86条　代表者会議が改正案を受け入れる場合は第 83 条に従うものとする。
第87条　全国大学生協連合会生協学生委員会は，本学学友会機関に属さない。
第88条　この会則は，可決された時点で施行する。
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 （名　称）
第１条　本会は南九州大学宮崎キャンパス学友会と称し、本部を宮崎キャンパス学生会館内大学学友会
　　　室に置く。

 （目　的）
第２条　本会は学生の自主自立に基づき，文化及び体育活動の健全な発展と合わせて会員相互の親睦を
　　　図り，学生の豊かな人間性及び社会性の育成を育むことを目的とする。

 （組　織）
第３条　本会には次の機関を置く。
　　１．執行委員会　２．サークル協議会　３．きりしま祭実行委員会　４．会計局監査委員会
　　　※　きりしま祭実行委員会は南九州短期大学と合同組織とし，「南九州学園きりしま祭実行委員
　　　　会」と称する。南九州大学宮崎キャンパス学友会は，きりしま祭実行委員会から何らかの要請
　　　　や依頼があった場合，それを受理し会員全員で審議を行った後，承諾することができる。

 （会　員）
第４条
　　(1)　本学宮崎キャンパス学部生を正会員とする。

 （正会員の権利及び義務）
第５条　本学宮崎キャンパス学部生は入学と同時に本会の正会員になり，次に挙げる権利及び義務を有
　　　する。
　　(1)　本会のすべての活動に参加し，活動による利益を受ける権利。
　　(2)　本会の運営に対して自由に意見を述べると同時に報告を受ける権利。
　　(3)　本会に会費を納入する義務。
　　(4)　本会会則及び本学学則，各機関の規約等を遵守する義務。
　　(5)　総会における決議事項を守る義務。
　　(6)　その他，本会の秩序を守る義務。

 （事　業）
第 6 条　本会の事業年度は毎年４月１日に始まり，翌年３月 31 日をもって終わる。
第 7 条　本会は次に掲げる事業を行う。
　　(1)　課外活動に関わる事業を行う。

南九州大学宮崎キャンパス学友会会則

２．サークル協議会 ４．会計局監査委員会

１．執行委員会

選挙管理委員会

３．きりしま祭実行委員会
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　　(2)　学園祭を行う。
      (3)　学生と大学の架け橋となる。
　　(4)　会員を対象とした福利厚生事業を行う。

 （決　議）
第 8 条　本会には次の決議の場を設ける。
　　１．総会　２．代表者会議　３．定例会議

 （会　計）
第 9 条　本会の経費は，会費及び臨時会費をもってこれに充てる。
第10条　本会の会費は，原則として入学時及び編入学時に納入する。臨時会費は，随時受け付ける。
第11条　本会の会計年度は６月１日に始まり，翌年５月 31 日をもってこれを終わる。
第12条　本会の会費は年間 15,000 円とする。
第13条　本会に納入された会費及び臨時会費は，いかなる理由でも返還しない。

 （執行委員会）
第14条　本会には会務を遂行する執行委員会を置く。
第15条　執行委員会は，選挙によって本会会員から選出された委員長１名，副委員長１～２名，委員若
　　　干名をもって構成する。
第16条　執行委員会の任期は１年間とし，２月１日より翌年１月 31 日までとする。
第17条　執行委員会の運営費は運営に支障がでない額を最低限度として，学友会費をもってこれに充て
　　　る。
第18条　執行委員会は，予算案，決算，会則改正案，会務の大綱を決定する。
第19条　この会則の他，本会運営に必要な事項は，執行委員会の決議によるものとする。

 （会計局監査委員会）
第20条　本会に , 会計局監査委員会を置く。
　　　　会計局監査委員会は本会の会計監査事務を行う。尚，本会の会計については宮崎キャンパスの
　　　全ての機関及び各サークル，その他本会に所属する全ての団体は会計局規約に従って行う。
第21条　会計局監査委員会委員長及び委員の選任及び解任は，次による。
　　(1)　会計局監査委員会委員長及び委員は，選挙によって本会会員から選出する。
　　(2)　会計局監査委員会の選挙は執行委員会の選挙と同期間に行う。
　　(3)　会計局監査委員会委員長及び委員の任期は，１年間とする。任期は執行委員会と同様に２月１
　　　日より翌年１月 31 日までとする。また，事情により欠員が出て補欠募集した場合，直ちに選挙
　　　を行い，選挙で任命された会計局監査委員会委員長及び委員は，前任者の残任期間とする。
　　(4)　会計局監査委員会委員長の再任は原則，妨げないが，特別な事情がある限りこの限りではない。
　　(5)　会計局監査委員会委員長及び委員の解任は代表者会議にて出席者の過半数の承認をもって決定
　　　する。
　　(6)　会計局監査委員会の運営費は運営に支障がでない額を最低限度として，学友会費をもってこれ
　　　に充てる。
第22条　会計局監査委員会は，本会の各機関，各サークルの会計について予算の収支状況及び財産の管
　　　理状況を監査しなければならない。
第23条　会計局監査委員会はいかなる場合も会計規約に則り中立かつ公正な立場をとらなければならな
　　　い。
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第24条　会計局監査委員会は，総会時に本会会員に会計監査報告を行わなければならない。
第25条　会計局監査委員会はサークルに支給される保護者会よりの補助金の交付業務及び監査を行う。
第26条　会計局監査委員会は局長１名，副局長１名，委員を若干名置く。
　　　　委員は機関の役員を兼任してはいけない。また，各機関の会計が会計局監査委員会の委員を兼
　　　任することができない。

 （選挙管理委員会）
第27条　本会にきりしま祭実行委員会を置き，選挙管理委員会を兼ねる。選挙は選挙管理委員会細則に
　　　則り公正な選挙を行う。

 （サークル協議会）
第28条　本会にサークル協議会を置く。サークル協議会は宮崎キャンパスのサークルに所属する本会会
員の活動を円滑に推進するための諸事務を統括する。
第29条　サークル協議会の運営費は運営に支障がでない額を最低限度として，学友会費をもってこれに
　　　充てる。
第30条　本学学生は自由に所属サークル・同好会・部を選択できる。
第31条　サークル・同好会活動は，学生自治の一環として，学校生活の充実と向上を目的に行われる。
第32条　サークルの設立を希望する本会会員は学内サークルか，学外サークルかを選択しなければなら
　　　ない。学内サークルは本会の公認サークルとして本会の学友会費より部費が支給される。学外サー
　　　クルは本会の非公認サークルで部費，部室等の支給はされない。また，学内サークルには保護者
　　　会補助金が支給される場合がある。
第33条　各サークルは，本会則及び各機関規約，本学学則の下に自主的に行動する。
第34条　各サークルの部長は，各サークル代表者としてサークル内の統括・指導者として対外的にも責
　　　任を負わなければならない。
第35条　サークルは，体育会系サークルと文化会系サークルの２部門からなり，総会及びサークル協議
　　　会役員会，サークル会議，代表者会議の議決に従わなければならない。
第36条　各サークルは，学友会費を本会の目的に沿って有効に使用しなければならない。
第37条　サークル団体の本会への更新及びサークル・同好会からの昇格は，サークル協議会会則に従っ
　　　てこれを行う。
第38条　本会に所属しているサークルで，活動の低下及び本会の目的に反した場合は，執行委員会及び
　　　サークル協議会で審議し，総会で同好会・サークルへの降格を決定する。
第39条　本会所属のサークルで，今後のサークル活動が不可能な場合又は本会の目的に反した場合は，
　　　執行委員会及びサークル協議会で審査し，総会の議決により脱退させることができる。詳細につ
　　　いてはサークル協議会会則に従う。
第40条　本会所属のサークル団体若しくはその部員が本会の目的に著しく反した場合又は本会の名誉，
　　　本学の名誉を著しく傷つけた場合は，執行委員会及びサークル協議会で審査し，総会の議決によ
　　　り，そのサークル団体若しくはその部員を除名することができる。
第41条　サークル団体のうち，総会に出席しない団体はサークル団体として認めない。
第42条　各サークルは１名以上の本学宮崎キャンパス教職員を顧問に置かなければならない。

 （代表者会議）
第43条　本会議は執行委員会，会計局監査委員会，サークル協議会，きりしま祭実行委員会，その他必
　　　要とされる委員会及び局によって開催される。
　　　　本会議は各機関の代表者全員の過半数によって成立し予算関係の議事以外は３分の２以上を　
　　　もって決する。
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第44条　本会議は各機関の代表者が原則出席する。但し代表者が止む得ない理由で欠席する場合は代理
　　　を必ず出席させなければならない。
第45条　本会議は総会に次ぐ決議の場である。
第46条　本会議は本会の目的達成のため，各機関及び執行委員会の提出した議案を審議決定し，総会に
　　　よる承認を必要としない場合は，構成機関に執行させる。
第47条　本会議は次の議案を審議する。
　　(1)　予算関係
　　(2)　各機関の活動報告
　　(3)　総会関係
　　(4)　大学よりの連絡報告
　　(5)　その他の議案の審議

 （処　罰）
第48条　本会議は本会会員としての本会則に著しく反する行為，または事件，事故等を起こした個人，
　　　団体等の処罰を審議，執行することができる。

 （施設管理）
第49条　本会は南九州大学宮崎キャンパス４号館学友会室，学友会倉庫，多目的室を管理する。また，
　　　クラブハウスの管理は，サークル協議会が行う。
第50条　本会が管理する前条の施設については火災や物品等の盗難を防ぐため必要な保安措置をとらな
　　　ければならない。
第51条　本会の会員が多目的室を利用する場合は別に定めている利用規定を順守すること。尚，執行委
　　　員会は著しく多目的室の利用マナーが悪い団体や個人に対して利用を禁じさせることが出来る。

 （総　会）
第52条　総会は毎年６月中に行う。
第53条　総会の招集は，１週間前までに学内に掲示し，公示しなければならない。
第54条　総会の議案は執行委員会が提案する。
第55条　総会は本会の最高意志決定機関であり，次の次項は，総会で議決しなければならない。
　　(1)　予算及び決算
　　(2)　旧年度総括及び新年度方針
　　(3)　役員改選
　　(4)　会計局各局長，局員の選出
　　(5)　会則改正
　　(6)　その他重要事項
第56条　総会の議長は総会の都度会員より選出する。
第57条　議長の多数の立候補があった場合は，出席会員の投票により決定する。
第58条　総会は出席者及び委任状も含めて，宮崎キャンパスの学生総数の５分の１をもって成立し，欠
　　　席者はその総会の決定について委任したものとみなす。但し，委任状は総会成立のみに適用され，
　　　議決効果はもたない。
第59条　会則改正の議事は，出席会員の３分の２以上の賛成をもって決する。
第60条　総会の議事は採択時の出席者の過半数でこれを決定し，可否同数の場合は議長が決する所とす
　　　る。尚，総会の投票は，会則改正を除き挙手を投票に換える。
第61条　会則改正の投票は無記名投票とする。
第62条　会員が議案提出を望むときは，全会員の５分の１の署名と，議案を執行委員会に提出しなけれ
　　　ばならない。
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第63条　会員から議案が提出された場合，執行委員会は議案が提出されてから２週間以内に検討しなけ
　　　ればならない。これを否決するときは，執行委員会は否決理由書を学内に公示しなければならな
　　　い。
 

（臨時総会）
第64条　臨時総会の招集は，１週間前までに学内に掲示し，公示しなければならない。

 （ストライキ権）
第65条　学生生活に支障が起きた場合，学生の権利義務を全うする為に，ストライキを学生の武器とし
　　　て立ち上がることができる。
第66条　ストライキ権は宮崎キャンパス全学生の投票により過半数の同意によって確立できる。
第67条　ストライキ決行は総会により議決される。
第68条　ストライキ解除は双方の同意により解除される。

 （都城キャンパス学友会との連帯，協力）
第69条　本会は都城キャンパス学友会と互いに協力，連帯し合い，南九州大学の学生活動の活性化と発
　　　展に努めなければならない。

 （付　則）
第70条　会員が会則の改正を望むときは，会員の５分の１以上の署名と，改正案を本会に提出しなけれ
　　　ばならない。執行委員会は，改正案が提出されてから２週間以内に検討しなければならない。こ
　　　れを否決するときは，執行委員会は否決理由書を学内に公示しなければならない。
　　　　平成 18 年10月11日制定
　　　　平成 19 年６月20日改正
　　　　平成 23 年４月１日改正
　　　　平成 29 年４月１日改正
　　

※本会則中のサークルはサークル，同好会，部を指す。
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